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目

次

序

童

第

一
章

ヨ
ー
ス
テ
ン
法
案
の
成
立
と
そ
の
失
敗

第

一
節

占
領
軍
の
過
度
経
済
力
集
中
排
除
政
策

へ
の
ド
イ
ツ
の
関
与

第
二
節

ヨ
ー
ス
テ
ソ
委
員
会
の
成
立
と
そ
の
活
動

第
三
節

ヨ
ー
ス
テ
ソ
法
案
の
成
立
と
そ
の
失
敗

(以
上

一
六
巻

一
号
)

第
二
章

競
争
制
限
禁
止
法
政
府
法
案
の
成
立

第

一
節

連
邦
経
済
省
草
案
の
成
立

(以
上

一
六
巻
二

・
三
合
併
号
)

第
二
節

連
邦
政
府
法
案
の
成
立

一

連
邦
経
済
省
草
案
の
閣
内
審
議
と
連
邦
政
府
法
案
の
暫
定
的
成
立

ニ

ド
イ
ツ
ー
占
領
軍
討
議
と
連
邦
政
府
法
案
の
最
終
的
成
立

(以
上
本
号
)

第
三
節

競
争
制
限
禁
止
法
政
府
法
案
の
概
要

第
三
章

競
争
制
限
禁
止
法

(案
)
の
議
会
審
議
と
そ
の
成
立

結

章

(37,37



鵠

第
二
節

連
邦
政
府
法
案
の
成
立

X38)

一

連
邦
経
済
省
草
案
の
閣
内
審
議
と
連
邦
政
府
法
案
の
暫
定
的
成
立

=

九
五

一
年
五
旦

三

是

成
芒

た
撃

制
限
禁
止
法
の
笙

四
蔓

鐘

邦
経
済
省
華

と
し
て
連
邦
政
府
に
提
出
さ
れ
、

こ
の
第

西

草
案
の
提
出
を
受
け
た
連
邦
政
府
は
同
草
案
蓮

邦
政
府
法
案
と
し
て
播

す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
た
め
の
討
議
を
開
始

し
た
が
・
そ
の
際
に
課
題
と
な
っ
た
の
は
、
篁

に
、

亨

ハ
ル
ト
経
済
大
臣
の
攣

肇

上
の
概
念
、
と
り
わ
け
、

一
般
的
な
カ
ル
テ

ル
の
禁

止
原
則

に
対
し
て
連
邦
政
府
と
し
て

の
態
度
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う
点
、
第
二
に
、
占
領
軍
政
府

の
集
中
政
策
上

の
馨

を
鷺

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
、
第
三
に
、
撃

制
限
禁
止
法
の
適
用
領
整

関
す
る
薯

庁
間
の
対
妾

嚢

し
な

　
　

　

け

れ
ば

な

ら
な

い
と

い
う

点

で
あ

っ
た
。

(2
)

こ
れ
ら
の
課
題

の
う
ち
」

般
的
な
カ

ル
テ
ル
の
禁
止
原
則
は
、
連
邦
政
府

に
お

い
て
特

に

「
激

し
い
議
論
」

の
対
象
と
な
り
、
そ

の

 た
め
・
第

西

草
案
を
連
邦
政
府
法
案

と
し
て
播

す
る
か
否

か
を
決
定
す
る
た
め
の

一
九
五

一
年
山ハ
旦

三

日
の
閣
議
は
延
期
さ
れ
、

そ
し
て
こ
の
間

に
・
撃

制
限
禁

止
蒙

の
重
覆

を
考
慮
し
て
、
閣
議

で
の
決
定

箋

立

.
て
第

西

草
案

の
い
ま

一
度

の
見
直

し
が

な
さ
れ
る

こ
と
と
な

っ
た
・

こ
の
見
直

し
作
業

に
お

い
て
、

芳

で
は
、

カ
ル
テ
ル
の
原
則
的
禁
止
法
製

濫
用
防
止
法
制
に
転
換
す

る

こ
と
を
求

め
る
主
張
が
強
く
な
さ
れ
る
と
と
も

に
、
他
方

で
は
、
法
律

の
適
用
除
外
領
域
姦

大
す

る
.と

が
求
め
ら
れ
た
が
、

.」
れ
ら

の
主
張
と

「
競
争
響

擁
護

の
明
白
な
決
定
を
捻

」
第

西

草
案

の
規
定
す

る
と
こ
ろ
と
は
葉

的
に
相
容
れ
る
も

の
で
窪

く
、
そ

の
た
め
議
論

は
並
行
線
を
た
ど
り
、

一
九
五

一
年

七
旦

三
呈

そ
れ
に
続

い
て
開
か
れ
た
閣
謹

お
い
て
も
意
見

の

薮

を
見
る
.」
と
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は
な
か
・̂
混
.
し
か
し
な
萱

同
年
九
月

百

匹

葎

の
適
用
震

に
関
し
て

「
い
く
つ
か
塵

で
譲
歩
姦

い
ら
れ
た

も
の
の
、

カ
を
ア
ル
の
歪

原
則
羅

持
し
た
笙

葺

黍

成
音

、、
の
笙

五
草
謹

同
年

=

月
七
日
の
閣
謹

お
い
て
連
護

府
法

案
と
し
て
暫
定
的

に
可
決

さ
れ
る
に
い
た

っ
た
。

.、
の
連
邦
政
府
肇

と
し
て
暫
定
的

に
可
決
さ
れ
た
第

一
五
藁

は
・

全

ハ
章

七
五
条
か
ら
な

り
・
そ
の
構
成

は
次

の
と
お
り
で
あ
る
・

第

蓬

競
争
制
限
、
篁

節

カ
ル
テ
ル
契
約
お
よ
び

カ
ル
テ
ル
決
議

(篁

条
～
第
九
条
)、
第

二
節

そ

の
他

の
契
約

(茎

案

～

第

一
六
条
)、
第
三
節

市
場
支
配
的
事
業
者

(第

一
七
条
・
第

一
八
条
)
、
第
四
節

競
争
制
限
的
行
為

お

よ
び
差
別
的
行
為

(第

一
九
条
～

第
二
柔

)
、
第
五
節

通
則

(第
二
三
手

第
二
六
条
)、

第

二
章

秩
序
違
反

(第
二
麦

重

三

条
)
、

第
三
章

官
庁
・
笙

節

カ

ル
テ
ル
庁

(第
三
二
条
～
第
三
五
条
)
、
第

二
節

連
邦

カ
ル
テ

ル
庁

(第
三
六
条

第
三
七
条
)
、
第

四
章

手
続
・
笙

節

叢

手
続

(第

三
八
条
～
第
五
七
条
)、
笙

款

カ
ル
テ

ル
庁

に
お
け
る
手
続

(第
三
八
条
桑

四
四
条
)
、
第

二
款

上
訴

(第
四
五
条
桑

茜

条
)
・
篁

一一

款

圭

.
(肇

五
条

第
五
六
条
)
、
第

四
款

通
則

(第
五
七
条
)
、
第

二
節

過
料
手
続

(第
五
八
条
)
、
第
三
節

民
事
訴
訟

(第
五
九
条

～
第
六
二
条
)、

第
四
節

通
則

(第
六
三
手

第
六
八
条
)、

第
五
章

法
律

の
適

用
範

囲

(第
六
九
条
桑

七
二
条
)・

茎

輩

経
過
規
定

お

よ
び

失
効
規

定

(第
七
三
条
～
第
七
五
条
)。

右

の
よ
う
な
全
体

の
構
成
を
享

る
篁

五
草
案

は
、

カ
ル
テ
ル
に
関

し
て
、
そ

の
第

一
条

で
、
事
業
者

の
締
結
す
る
カ
ル
テ
ル
契
約

お
よ
び
事
業
者
団
体

の
カ
ル
テ

ル
決
議
を
原
則
的

に
禁
止
し
、
第

二
条
か
ら
第
四
条
に
お

い
て
、
笙

条
の
禁
止
規
定

か
ら

の
適

用
除
外

カ
ル
テ
ル
、
す
な
わ
ち
、

不
況

カ
ル
テ

ル

(第
二
条
)
、
合
理
化

カ
ル
テ
ル

(第
三
条
)
、
輸
出

カ
ル
テ

ル

(第
四
条
)
ξ

い
て
規

定
す

る
・

次

い
で
、
笙

五
草
案

は
、

市
場
支
配
的
肇

者
に
関
し
て
、
そ

の
篁

七
条

に
お
い
て
、
市
場
支
配
的
蘂

者
が
・
商
品
ま
た
は
役

鋤

楚

関
す

る
契
約

の
締
結

に
際

し
て
、
そ

の
霧

支
配
的
地
位
を
欝

し
た
価
格

の
要
求
も

し
く
は
取
引
条
件

の
強
制
等
を
行
な

う

こ
と

(

を
禁
止
し
た
う
え
で

(同
条
笙

項
。
同
条
第
二
項
は
、
株
式
法
笙

五
条
に
い
う

コ
ン
ッ
ェ
ル
ン
に
対
し
て
カ
を

ア
ル
庁
は
・
霧

支
配
的
妻

者

釣



に
対
す
る
の
と
同
様
の
権
限
を
享

る
こ
と
を
定
め
る
)
、
集
中
排
除
措
置

(解
体

再

襲

謹

、
集
窺

制
)
に
関

し

て
、

そ

の
第

天

条
で

次

の
よ
う

に
規
定
す
る
。

第

一
八
条

「
ω

カ
ル
テ
ル
庁

は
、
市
場
支
配
的
地
位

の
濫
用
的
利
用
を
除
去
す

る
の
に
篁

七
条
篁

項
お
よ
び
第
二
項

に
よ
る

措
置
で
は
不
充
分
で
あ
る
と
思
料
す
る
と
き

に
は
、
報
告
書
を
作
成

し
、
そ

の
中
で
、
当
該
市
場
支
配
的
事
業
者
の
属
す

る
産
業
分

野
に
お
け
る
市
場
関
係

(葦

蕃

冨
ぎ
冨

)
な

ら
び

に
当
該
市
場
支
配
的
事
萎

の
市
場

へ
の
影
響

(竃
・
・犀
.。冒
彦

)
ξ

い
て

述
べ
・
か

つ
・
当
該
市
場
支
配
的
事
業
者
に
対
す
る
聴
聞

の
の
ち
、
そ

の
市
場
支
配
的
事
業
者

の
解
体
措
置

ξ

い
て
の
提
案

(国
.
.,

ゆ
9
茸
匿
鴨
く
。§

匡
。。
。q)
を
行

な
わ

な
け
れ
ば

な
ら

な

い
。

こ
の
報
告

書

は
公
表

さ
れ

る
も

の
と
す

る
。

②

解

体
措

置

に
関
す

る
手

続

は
、

連

邦

法
が

こ
れ
を

定

め

る
」
。

ま
た
・
第

一
五
草
案

は
・
法
律

の
適
用
領
域

に
関
し
て
、
そ
の
第
七
〇
～

七
二
条
に
お
い
て
、
連
邦
郵
便
妻

、
連
邦
鉄
道
等

の
運
輸

事
業

(第
七
案

)
・
農
林
業

(第
七

一
条
)
、
金
融
業

(第
七
二
条
)
の
各
領
域
に
は
法
律

の
適
用
が
及
ば
な

い
.」
と
を
規
定
す
る
。

二

競
争
制
限
禁
止
法

の
第

一
四
草
案

(連
邦
讐

省
草
案
)
の
提
出
を
受
け

た
連
邦
政
府

に
お
い
て
、

.あ

第

一
四
草
案
を
連
邦
政
府

法
案
と
し
て
採
用
す

る
か
否

か
を

め
ぐ

っ
て
特

簡

題
と
な

っ
藷

点

の
う
ち
、
と
り
わ
け
、
法
律

の
適
用
領
域
に
関
す
る
規
定

ξ

い

て
同
草
案
を

「
い
く

つ
か
の
点
」

で
修
正
し
た
右

に
み
て
き

た
よ
う
な
第

一
五
草
案
が
、
草
案

に
対
す
る
強

い
反
対
が
依
然
と
し
て
存
在

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
・

一
九
互

年

=

月

に
連
邦
政
府
法
案
と
し
て
暫
定
的
に
可
決

さ
れ
る
に
い
た

っ
た
の
は
次
の
よ
う
な
理
由

に

よ
る
も

の
で
あ

っ
た
。
す

な
わ
ち
、

カ
ル
テ
ル
の
原
則
的
禁
止
規
定
を
濫
用
防
止
型

の
規
定

に
変
更
す
る
こ
と
は
、
占
領
軍
政
府
と
く
に

ア

メ
リ
ヵ
高
等
弁
務
官
府

に
よ
る
最
底
限

の
要
求
と
す

ら

一
致
し
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
第

一
に
、
占
領
軍
政
府
の
非
カ
ル
テ
ル
化
領

域

に
関
す

る
留
保
権

(ぎ

葺

.・鉾

什)
の
ド

ィ
ッ
政
府

へ
の
蒙

が
不
可
能

と
馳

(ヤ」
の
覆

権
の
移
譲
の
可
窪

、

甕

套

万

六
日
の
連
合
国
高
等
弁
務
宴

議
決
定
第

δ

号

に
お

い
て
、

「非

カ

ル
テ
ル
化

に
関
し
て
、
〔占
領
法
規
〕
第
二
条
b
号
で

〔占
領
軍
政

府
に
〕
留

保

(4の
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さ
れ
た
叢

興

ド
イ
ッ
連
邦
共
和
票

…

.占

領
軍
当
局
の
期
待
に
そ
っ
た
法
律
を
制
定
し
し
だ
い
直
ち
に
放
棄
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
た
・」
と
垂

つ
い
て
い
る
)
、
第

二
に
、
こ
の
占
領
軍
政
府

の
留
保
権
に
基
づ

い
て
、

競
争
制
限
禁
止
法

の
連
邦
政
府
法
案
は
占
領
軍
政
府

に
よ
り
拒
絶

さ
れ

て
、
新

た
な
軍
政
府
法

.
過
度
経
済
力
集
中
排
除
法
が

一
九
五

一
年
中
に
発
布
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ

る
、
と

い
う

こ
と
か
ら
、
濫
用

防
止
法
制
を
求
め
た
連
邦
政
府

の
各
省
大
臣
達
も
、
新
た
な
軍
政
府
法

・
過
度
経
済
力
集
中
排
除
法
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
危
馨

に
曝
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
す

る
た
め
、

カ
ル
テ
ル
の
原
則
的
禁
止
法
制

に
強

い
て
反
対
し
え
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
鶉

・

こ
う
し
て
、
カ

ル
テ

ル
の
禁
止
原
則
は
連
邦
政
府
法
案
中
に
確
定

し
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の

一
方

で
、

エ
ア

ハ
ル
ト
経
済
大
臣
は
、
法

律

の
適
用
領
域
に

つ
い
て
は
再
三
再
四

に
亘
る
妥
協
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
そ
れ
は
、

カ
ル
テ
ル
の
禁
止
原
則
を
法
案
中

に
確
定
す

る
こ
と

に
成
功
し
た
こ
と
か
ら
、

こ
の
原
則
か
ら
の
適
用
除
外
の
側
面

で
は
妥
協

せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
か
ら
で
あ

る
。

こ
の

よ
う
な

こ
と
か
ら
、
第

一
五
草
案

に
お

い
て
、
前
述

の
と
お
り
、
郵
便
事
業
、
運
輸
事
業
、
農
林
業
、
金
融
業

の
各
領
域
が
法
律
の
適
用

範
囲
外
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
他
に
も
、
労
働
大
臣

は
労
働
関
係
の
適
用
除
外
を
、
大
蔵
大
臣
は
保
険
業
等

の
適
用
除
外
を
、
食

糧
大
臣
(切
§
婁

尋

崖

署

馨

噌)
は
農
林
業
の
適
用
除
外
震

の
拡
大
を
轟

・
こ
れ
ら
震

を
法
律
の
適
用
か
ら
は
ず
す
か
否
か
は

(
12
)

こ
の
後

の
内
閣
に
お
け

る
継
続
審
議
事
項
と
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

こ
の
よ
う

に
、
「
連
邦
経
済
大
臣
が
閣
議

に

お

い
て
競
争
制
限
禁

止
法

の
適
用
領
域

の
問
題
で
再
三
に
わ

た

っ
て
妥
協
を
強

い
ら
れ
た
、
と

い
う

こ
と
は
偶
然

で
は
な
か

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
連
邦
経
済
大

臣
は
、
濫
用
法
制

の
賛
成
者
に
対
し
て
、

一
般
的

カ
ル
テ

ル
禁

止

(αq8
ΦH亀
①ロ
閑
舞
邑
τ
賃
ぎ
齢)

の
問
題
で
自
己
の
意
見
を
通
す

こ
と
に
成

功
し
た
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
連
邦
政
府

は
、
ド
イ

ツ
ー
占
領
軍
討
議

(幽窪
騒
7
鱒露
曵
霞

く
①浮
餌邑

寡
αq
自
)
に
基
づ

い
て
、
結
局
、
法
律

中
に
企
業
集
中

の
規
制
条
項
を
取
込
む

こ
と
に
賛
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律

の
適
用
領
域
の
問
題
で
の
歩
み

鋤(

寄
り
は
、

お
う
お
う
に
し

て
、

連
邦
内
閣

(。・
§
婁

げ翼

)
と
連
邦

〔経
済
〕

大
匿

と

っ
て
唯

一
の
可
能
性

で
あ

つ(溺
」

か
ら
で
あ

る

。
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一
一

ド

イ

ツ
ー
占
領
軍
討
議

と
連
邦
政
府
法
案

の
最
終
的
成
立

42

一

以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
・
攣

制
限
禁
止
法
の
第

一
五
華

が

一
九
五

牽

=

月
七
是

連
邦
政
府
法
案
と
し
て
暫
定
的
に
決

㈲

定
さ
れ
た
の
ち
、
連
邦
政
府

は
、

こ
の
連
邦
政
府
法
案
を
連
合
国
高
等
弁
務
官
会
議

に
そ
の
承
認
を
求
め
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

一
九
四
九
年

五
月
の
占
領
法
規

に
よ
り
、
非
カ
ル
テ
ル
化
お
よ
び
集
中
排
除

の
領
域

は
占
領
軍
政
府

の
手
に
留
保

さ
れ
た
簸

で
あ

っ
て

(占
領
窺

第
二
条
)
、

.」
れ
ら
鰻

に
関
す

る
妾

を
行
な
う

た

め
に

は
、
ド
イ
ツ
連
邦
政
課

、
占
領
護

府

に
そ

の
旨
を
通
知

し
、
占
領
軍
政
府

の
承
認
を
得

る
も
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か

っ
た

(占
領
法
規
第
四
条
)
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
、κ
、

連
邦
政
府

は
、
占
領
法
規

の
定

め
る
と

こ
ろ
に
従

っ
て
、
競
争
制
限
禁

止
法
政
府
法
案
を
連
合
国
高
等
弁
務
官
会
議

に
提
出
し
た
が
、

こ

の
法
案

の
提
出
に
際
し
て
特

に
問
題
と
考
え
ら
れ
た
の
は
次

の
二
点
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第

一
に
は
、
連
邦
政
府
法
案
が
企
業
集

中
に
関
す
る
規
定
を
含
ん
で
お
ら
ず
、

そ

の
こ
と
と
の
関
連
で
、
市
場
支
配
的
事
業
者
に
関
す
る
規
定

(法
案
第

一
七
条
お
よ
び
第

一
八
条
)

が
占
領
軍
政
府

の
強

い
批
判
に
曝
さ
れ
乏

ち
が

い
な
く
、

ま
た
、
カ

ル
テ

ル
の
適
用
除
外
規
定
と
り
わ
け
A
.
理
化

カ
ル
テ
(励
)に
関
す

る

規
定

(法
案
第
三
条
)
が
、
価
格
規
制
を
行
な
う
た
め
の
協
定
の
締
結
を
か
な
り

の
程
度

に
ま
で
許
す
可
能

性
の
あ
る

こ
と
か
ら
、
占
領
軍

政
府

の
批
判

に
曝
さ
れ
、
そ
し
て
占
領
軍
政
府

は
こ
れ
ら
規
定
を
修
正
す
る
よ
う
要
求
す
る
に
ち
が

い
な

い
こ
と
が
、
占
領
軍
政
府

の
専

門
家
と
の
事
前
の
非
公
式
な
譲

の
結
果
か
ら
予
想
さ
れ
た
こ
と
裁

聴
・
第
二
に
は
、
連
邦
政
府
肇

が
暫
定
的
に
裏

さ
れ
る
ま
で

の
問

に
非
公
式

に
行
な
わ
れ

て
き

た
ド
イ
ツ
政
府
と
占
領
軍
政
府
と

の
競
争
制
限
禁
止
法
に
関
す

る
討
議

に
お

い
て
、
競
争
政
策
に
関
す

る
占
領
軍
政
府
内
部

で
の
見
解

の
統

一
が
長

い
こ
と
行
な
わ
れ
ず
、
各
占
領
国
が
相
互
に
異
な

っ
た
見
解
を
ド
イ
ッ
側

に
表
明
し
て
き
て

溌

・

こ
の
よ
う
な
状
態

は
ド
イ
ツ
ー
占
領
軍
討
議
を
行
な
う
う
え
で
障
害
と
な
り
う
る
と

い
う

こ
と
で
あ

っ
た
。

 二

し
か
し
な
が

ら
、

こ
れ
ら
ド
ィ
ッ
側

か
ら
み
た
問
題
点
の
う
ち
、
占
領
軍
政
府
内
部
で
の
競
争
政
策
に
関
す
る
見
解

の
統

一
は
、
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一
九
五

一
年

一
一
月
二
八
日
に
連
合
国
高
等
弁
務
官
会
議
が
競
争
制
限
禁
止
法
政
府
法
案

の
修
正
案
を
ド
イ
ッ
連
邦
政
府

に
手
渡

し
た
時

ま
で
に
は
、
ア

メ
リ
ヵ
高
等
霧

官
府

の
主
穰

の
も
と
で
行
な
わ
れ
る
に
い
た

っ
て
鳳
溺
・
そ

こ
で
次

に
・

こ
の
連
禽

高
等
弁
警

会
議
内
部

で
、
競
争
政
策

に
関
す

る
見
解

の
統

一
が
ア

メ
リ
カ
高
等
弁
務
官
府

の
主
導
下

に
行
な
わ
れ

る
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
を
概
観

し
て
お
く

こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
米
英
仏
各
占
領
国
の
競
争
政
策

に
関
す

る
基
本
的

な
考
え
方
を
示
し
て
お
く
と
次

の
と

お
り
で
あ

る
。

ω

ア

メ
リ
カ

ま
ず
、

ア
メ
リ
カ
は
、
そ

の
対
独
占
領
経
済
政
策
を
、

一
九
四
七
年
春

以
降
、
明
確
に
ド
イ

ッ
経
済

の
自

立
化

"
復

興
と

い
う
方
向

へ
転
換

し
、
そ
れ

に
伴

っ
て
、
そ

の
籍

な
過
度
経
済
力
集
中
排
除
政
策
も
徐

々
に
緩
和
さ
せ
て
き

て
は
い
轟

・

一
九

四
九
年
九
月

の
ド

イ
ッ
連
邦
共
和
国

の
成
立
以
降
に
お
い
て
も
、
「
西
ド

イ
ッ
に
お
け
る
法
的

に
保
護

さ

れ

た
競
争
秩
序

(。ぼ
㊥
§
ゴ
ニ
酵

(
20

)

の
§

言

艸凶
騨。
昌

≦

霧

冨
毛
.
「ぎ

.山
旨
爵
コ
σq
)

の
定

着

」

に

対

す

る

強

い
関

心

を

有

す

る

占

領

権

力

(審

欝
§
鴨
臼
9。臨
齢)

で

あ

っ
た

。

そ

れ

ゆ

え

、

「
く

り

返

し
、

ア

メ
リ

カ

高
等

弁
務

官
府

の
担

当
官

(罫

仲鷺
巴
。門)
は
、

連
邦

経
済

省

の
カ

ル
テ

ル
問
題

担
当
官

(察

醇

冨
ぎ
ヨ

山窃

国
寧

け。屓
.。瀞
.餌
奮
)
と

の
非
公
式

の
討

議

に

お

い

て
、

自

国

の
制

限
的

集

中
政

策
規

定

(籠

艮
霊
く
2

ざ
言
窪
ぎ

ぎ
ロ
馨

㍑
叶響
ゴ
8

<
。§

匿

ぽ
ロ
)

(
21
)

に
倣

っ
て
競
争
制
限
禁
止
法
が
立
案
さ
れ
る
よ
う
に
尽
力

し
て
い
た
」

の
で
あ

る
。

そ
れ
で
、

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
ド
イ
ツ
政
府

の
立
案
担
当
官
と
の
非
公
式
な
討
議

に
際
し
て
、

ア
メ
リ
カ
高
等
弁
務
官
府

は
、

ま
ず
、
「
競
争
制
限
禁

止
法

の
ド
イ

ッ
法
案
に
含
ま
れ
て
お
り
、
ア

メ
リ
カ
の
反

ト
ラ

ス
ト
法

に
は
無
縁
な
可
能
性
、
す
な
わ
ち
、
個

々
の
響

に

一
般
的
な
カ
ル
テ
ル
歪

の
原
則
か
ら
の
例
外
を
認
舞

」
と
い
う
競
争
制
限
禁
止
蒙

の
構
成
姦

く
批
判
し
・
こ

の
よ
う
な
適
用
除
外

の
認
可
を
行
な
う
カ
ル
テ
ル
庁

の
権
限
を
も

っ
と
限
定
す

る
よ
う
要
求
し
た
。

こ
れ

に
対
し
て
ド

イ
ッ
政
府
は
、

「
批
判
さ
れ
た
条
文

の
占
領
軍

の
意
味

に
お
け
る
修
正
」
を
行

な

い
、

適
用
除
外
カ
ル
テ
ル
と
し
て
は
合
理
化
カ
ル
テ
ル
と
輸
出
ヵ

ル
テ

ル
の
み
l
l

の
ち
に
は
不
況

カ
ル
テ
ル
も
加
え
ら
れ

た
ー

を
認
め
る
法
案
を
完
成
さ
せ
た

(
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
す
で

(昭)
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に
・
本
稿
第
二
章
第

一
節

「連
邦
経
済
省
草
案
の
成
立
」
で
述
べ
た
と
お
り

で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
最
終
的
に
法
案
中

に
残

っ
た
適
用
除
外
カ

ル
テ
ル
が
、
さ
ら
に
占
領
軍
政
府
の
批
判
を
受
け
て
、
そ
の
発
動
要
件
が
厳
格
化
さ
れ
る
に
い
た
る
経
緯
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
こ
ろ
を
参
照
)。

次

に
、

ア

メ
リ
ヵ
高

等

弁
務
官

府

は
、

全
体

経
済

の
供
給

能

力
を
危

険

に
さ
ら
す

こ
と

な
く

企
業
集

中

と
闘

う

こ
と
が

で
き

る
と

い
う
前

提

で
、

競
争

制
限

禁

止
法
案

中

の
市

場
支

配
的
事

業
者

に
関

す

る
規

定

を
、

ド

イ

ッ
側

の
立
案
担
当

官

と

の
非
公
式
討

議

に

お

い
て
批
判

し
、
法

案

中

に
企
業
集

中

を
阻

止
す

る

た
め

の
規

定

を
取

り
込

む

よ
う
要

求

し
た
。

こ
れ

に
対

し

て
、
ド

イ

ッ
政

府

は
、

「
望

ま

し
く

な

い
事
業

支

配
力

の
問
題

の

一
時

た
な

上
げ

的
取

り
扱

い
」

を
決

定

し
て
、

そ

の
法

案

中

に
企
業

集

中

に
関

す

る
規

定

を

お
か
な

か

っ
た

(
こ
の
間

の
経
緯
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
、
本
稿
第
二
章
第

一
節

「連
邦
経
済
省
草
案
の
成
立
」

に
お
い
て
述
ぺ
た
と
お
り
で

あ
る
。
こ
の
点
が
ド
イ
ッ
ー
占
領
軍
討
議

の
主
要
な
論
点
の

一
つ
と
な
り
、
結
局
、
企
業
集
中

に
関
す
る
規
定
が
法
案

に
取
り
入
れ
ら
れ
る
に
い
た

る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
と
こ
ろ
を
参
照
)。

②

イ
ギ

リ

ス

次

に
、

イ
ギ

リ

ス
は
、

ア

メ
リ

カ
と

は
異

な

っ
て
、

企
業

集
中

と

の
闘

い
は
、

全
体
経
済

の
供

給
能

力

を

上
昇

さ

せ

る

よ
り
、

む
し
ろ

経
済

成
長

を
阻

害
す

る
も

の
で
あ

る
と

い
う
見
解

を
有

し
て

お
り
、
そ

れ
ゆ

え
、

ア

メ
リ

カ
的

な

反

ト
ラ

ス
ト
哲
学

に

で

は
な
く
、
自

ら
提
起

し

た
産

業

の
社

会
化

措
置

(G。
鼠

9。匿

㊦H§
鴨
罠

曾
蹄
ヨ
。昌
)

の
な

か

に
、
経
済

力

(乱
.昨。。。ゲ
帥窪

。ゲ
。
と
"夢
葺
αも
.同)
を

規
制

し
、

な

お
か

つ
、

ド

イ

ッ
の
潜

在
的

経
済

力

(芝
凶H馨

げ
鑑
響

。§

紳芭
)

の
発

展
を

も
確
保

す

る

と

い
う

問
題
解

決

の
鍵
が
あ

る
と
考

え
て
遍

・
そ
れ
で
・

イ
ギ
リ

禽

等
弁
務
官
府

は
、
競
争
制
限
禁
止
法
が
、

一
九
四
八
年

に
イ
ギ

リ
ス
で
制
定
さ
れ

た
独
占
お
よ
び
制

限
的
慣
趣

(竃
.量

ぎ

・舅

$
蔓

刷葺

碁

皇

9
)
と
同
繕

、
市
場
支
配
的
地
位
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
の
濫
用
行
為
窺

制

す
る
も

の
で
あ

っ
て
、
そ

の
よ
う
な
市
場
支
配
的
地
位
そ
れ
自
体
を
除
去

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
法
律

の
構
成
を
採
用
し

を

と
を
充
分
な

こ
と
と
み
な
し
た

の
で
難

・

こ
う
し
て
・
企
萎

中
に
対

し
て
拒
絶
的
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
好
意
的
で
あ
り
、
そ

し
て
、
競
争
法
に
ア
メ
リ
ヵ
の
よ
う
に
意
義
を
認

め
な
か

っ
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
非
カ
ル
テ
ル
化
と
集
中
排
除

の
領
域
で
の
占
領
軍
政
府

の

44(44)
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留
保
権

(占
領
法
規
第
二
条
b
号
)
を
、

い
つ
、
そ
し
て
、
ど

の
よ
う
な
前
提
で
放
棄
す

る
の
が
適
当

で
あ
る
か
と

い
う
問
題

で
ア

メ
リ
カ

と
見
解
を
異

に
し
た
と
き
、

ア
メ
リ
カ
が
、
ド
ィ
ッ
は
カ
ル
テ

ル
お
よ
び
そ

の
他

の
経
済
力

の
過
度
集
中
形
態
と
闘
う
と
い
う
思
想
を
充

分
に
修
得

し
た
、
と

い
う
確
信

の
持
て
る
ま
で
そ
の
時
期
を
延
ば
そ
う
と
し
た
の
と
は
対
照
的

に
、
可
能

な
限
り
早
く

こ
の

「
重
荷
」

か

(
26

)

ら
免

れ

る
努
力

を

し
た

の
で
あ

っ
た
。

㈹

フ
ラ

ン

ス

ま
た
、

フ
ラ

ン
ス
は
、

ア

メ
リ

カ

の
競

争
政

策

に
関
す

る
見
解

に
も
、

イ
ギ

リ

ス
に
よ

る
産

業

の
社
会

化
政

策

に
も

賛
成

せ
ず
I
l
従

っ
て
、
米
英
軍
政
府
法
第
五
六
/

七
八
号

の
よ
う
な
内
容

の
法
律
を
公
布
す

る
意
図
を
も
と
も
と
有
さ
な
か

っ
た
ー

、

鎌

ら

の
中
間
的
方
向

で
、
す
な
わ
ち
、
経
済
力

の
濫
用
防
止
法
制

に
よ
り
カ
ル
テ

ル
お
よ
び
集
中
排
除

の
膿

を
解
決

し
よ
う
と
し
て

い
た
。

こ
う
し
て
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

ア

メ
リ
カ
は
自
国
と
同
様

の
厳
格
な
反
独
占
法

の
制
定
を
求
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
イ

ギ
リ

ス
は
産
業
の
社
会
化
政
策
を
、
ま
た
、

フ
ラ

ン
ス
は
経
済
力

の
濫
用
防
止
法
制
を
追
求
し
て
お
り
、
占
領
軍
政
府
内
部

で
の
競
争
政

策

に
関
す

る
統

一
性
は
長

い
こ
と
み
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

こ
の
よ
う
に
占
領
軍
政
府
内
部

で
の
競
争
政
策

に
関
す
る
意
思

の
統

一
が
行
な
わ
れ
な

い
ま
ま
に
、
米
英
仏

の
各
高
等
弁
務

官
府

は
ド

イ
ッ
政
府

の
立
案
担
当
官
と
の
事
前

の
非

公
式
な
討
議

に
臨
ん
だ

の
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合

に
、
各
高
等
弁
務
官
府

の
競
争

問

題
尊
門
家

っ
く
。酔鈴竃
宅
.噌匿

寒

一"臨
。。齢.旨
)
が
毎
回
の
討
議

に
全
て
出
席
し
た
わ
け

で
は
な
か

っ
た
。
す
な
わ
ち
、

イ
ギ

リ

ス
高
等
弁
務
官
府

の
競
争

問
題
専
門
家

は
、
米
仏

の
競
争
問
題
専
門
家

を

ま

じ

え
ず

に
連
邦
経
済
省

の
立
案
担
当

官
と
将
来

の
競
争
制
限
禁
止
法

に

つ
い

て
協
議

を
し
た
し
、
ま
た
、

ア

メ
リ
カ
高
等
弁
務
官
府

の
競
争
問
題
専
門
家

は
、
英
仏

の
競
争
聞
題
専
門
家
を
呼
ぶ

こ
と
な
し
に

エ
ア

ハ

紛

ル
ト
経
済
大
臣
と
競
争
政
策
上
争

い
の
あ
る
問
題

に

つ
い
て
論
じ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、

フ
ラ

ン
ス
高
等
弁
務
官
府

の
競
争
闇
題
専
門

家
は
、
ド
イ
ッ
政
府
に
馨

国
高
等
霧

官
会
議
内
部
で
の
論
議
の
経
過
ξ

い
て
内
密
に
知
ら
せ
た
の
薮

砲
・
こ
の
よ
う
華

前
討

菊



議

の
あ
り
方

は
、
討
議

の
た
び

ご
と
に
そ
れ
に
参
加
し
た
各
占
領
国

に
そ
の
競
争
政
策

上
の
立
場
茎

張
す
る
機
会
を
与
、兄
る
,、
と
と
な

妬

餐

磐

灘

鍵

犠

髪

い磐

慧

駿

霧

簸

蒙

額
ド
ィッ政府が
ア
.
㈲

し
か

し
な
が

ら
・

イ
ギ

リ

ス
と

フ
ラ

ン
ス
は
、

最
終

的

に

は
ア

メ
リ
カ
が

ド

イ

ッ

に
お
け

る
競

争
秩
序

の
形

成

に
特
別

の
関

心
を
持

っ

て

い
る

こ
と
を
是
認
す

乏

い
た

つ
(姻
・

こ
れ

は
、
米
英
仏
三
占
領
国
の
参
加
し
た
撃

制
限
歪

法

に
関
す
る
ド
イ
ッ
ー
占
蟹

討
議

に
お
い
て
は

っ
き
り
と
表
明
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
対
外
的

に
も
、

一
九
五

一
年
秋

に
フ
ラ

ン
ス
高
等
弁
務
官
府
が

ア
メ
リ
ヵ
の

競
争
政
策
に
関
す
る
見
解

に
近
づ
く
と
い
う
噂
が
濃

く
な
り
、

フ
ラ

ン
ス
高
等
弁
務
官
府
が
そ
れ
を
肯
定

し
た

こ
と
に
よ
り
、
さ
ら

に
は
、

一
九
五

一
年

一
一
月
二
八
日
に
、
ア

メ
リ
ヵ
高
等
弁
務
官
府

に
よ

っ
て
立
案

さ
れ
、

フ
ラ

ソ
ス
高
等
弁
務
官
府

の
同
意

の
み
な
ら
ず
、
イ

ギ

リ
ス
高
等
弁
務
官
府

の
同
意
を
も
得
た
競
争
制
限
禁
止
法
連
合
国
高
等
弁
務
官
会
議
法
案
が
ド
イ
ツ
政
府

に
手
渡
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り

(
31
)

明
ら
か
と
な

っ
た
も

の
で
あ

る
。

三

こ
う
し
て
、
連
合
国
高
等
弁
務
官
会
議
内
部
で
の
競
争
政
策

に
関
す

る
意
思
統

一
は
ア
メ
リ
カ
高
等
弁
務
官
府

の
主
導
下

に

一
九

五

一
年

の
秋
ま
で
に
は
行
な
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
連

合
国
高
等
弁
務
官
会
議

は
、
ド
イ
ッ
政
府

に
よ
る

一
九
五

一
年

一
一
月

七
日
に
暫
定
的

に
決
定
さ
れ
た
競
争
制
限
禁

止
法
政
府
法
案

の
提
出

に
対
し

て
、

ま
ず
、
「
ア
メ
リ
カ
に
よ
り
形
造

ら
れ
、
そ
し
て
、
英

語
善

か
れ
た
法
案
の
形
式
を
取
つ
塵

連
畠

山局
舞

務
宴

議
の
競
争
制
限
禁
止
法
窪

対
す
る
修
正
撃

ー

撃

制
限
歪

法

連
畠

高
等
弁
務
官
会
蔑

麹

(以
下
で
は
、
「占
蟹

政
府
肇

(≧
憂

・島

・梓…

{)」
と
略
称
す
る
)
1

を

一
九
互

年

=

月
二
八

日
雫

イ
ッ
政
府
に
手
渡
す
と
と
麓

・
連
畠

高
等
霧

官
会
議
に
撃

制
限
禁
止
法
羅

対
す
る
見
解
表
明
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
、

連
禽

高
等
霧

宴

馨

令
第
騒

に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る

「
三

日
の
期
間

(・。、-↓
誌
雫
男
.剛・.ボ

を
、
予
定
さ
れ
て
い
る
ド
イ

ツ
ー
占
領
軍
討
議
を
非
常
な
時
間

の
圧
力
に
さ
ら
さ
な
い
た
め
に
延
長
す

る
旨
を
ド
イ
ッ
政
府

に
通
知
し
た
。
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こ
の
競
争
制
限
禁
止
法

の
占
領
軍
政
府
法
案
は
、
「
実
質
的
部
分
に
関

し

て

は
法
第
五
六
号

(米
軍
政
府
法
第
五
六
号

.
過
度
経
済
力
集
中

排
除
苧

讐

)
塞

㌣

、
形
式
的
部
分
に
つ
い
て
竺

九
互

年
五
旦

三

日
の
蘂

(箏

制
限
歪

法
の
第
西

憂

蓮

邦
経
薯

鰻

～
馨

)
に
基
づ
く
」
も
の
で
あ

っ
て
、
競
争
制
限
歪

法
政
府
肇

を
実
体
法
部
分
で
か
な
り
強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
.』
で
次
に
、
、、
の
鑛

軍
政
府
肇

の
鐸

を
み
て
い
く
、、
と
に
し
よ
う
。
占
領
軍
政
府
法
案
は
全
六
章
七
五
条
か

ら
な
り
・
そ

の
構
成
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
第

輩

競
争

の
制
限

(筑
叩
噌
条
～
一第
～二
六
条
)
、
第

二
章

違
反
行

為

お

よ
び
秩
序
違
反

(第
毛

条
～

第
三
二
条
)
、
第
三
章

宮
庁

(第
三
三
条
圭

八
条
)
、
第
四
章

手
続
、
笙

節

行
政
手
続
、
篁

款

連
邦
官
庁
に
お
け

る
手
続

(第

三
九
条
～
笛

五
条
)
、

第
二
款

上
訴

(第
四
六
季

肇

五
条
)
、

第
三
款

上
告

(第
五
六
条
お
よ
び
第
五
七
条
)
・

第
四
款

通
則

(第
五

八
条
)
、
第

二
節

刑
事
手
続

(第
五
九
条
)
、
第
三
節

過
料
手
続

(第
六
案

)
、
第
四
節

民
事
訴
訟

(第
杢

手

笑

四
条
)
・
第

五
節

通
則

(第
六
五
条
～
第
七
案

)
、
第

五
章

葎

の
適
用
範
囲

(第
七

蘂

お
よ
び
第
七
二
条
)
、
簗

輩

経
過
規
定
お
よ
び
失
効
規
定

(第

七
三
条
～
第
七
五
条
)
。

こ
の
よ
う
な
構
成
を
有
す
る
占
領
軍
政
府
法
案
は
、
ま
ず

カ
ル
テ

ル
の
原
則
的
禁
止

に
つ
い
て
次

の
よ
う

に
規
定
し
て
・
そ

の
禁

止
範

囲
を

シ
ャ
↓

ン
反
上

フ
ス
ト
法
笙

条
に
な
ら

っ
て
相
互
協
調
的
行
為

(。
8
8
昆

〉
§

)
に
ま
で
拡
大
裁

・

笙

条

「
妻

者
に
よ
る
契
約
、
了
解

(<
φ尋

書

馨

)
お
よ
び
相
互
協
調
的
行
為

(9・・
諭
ぎ

山窒

蟹

ぎ

仲①
¢
曇

量

§

)
・

な
ら
び

に
、
妻

者
団
体

の
決
議

は
、
競
争
を
制
限
す

る
こ
と
に
よ
り
、
生
産
ま
た
は
商
品
も
し

く
は
役
務
の
取
引
に
関
す
る
市
場

関
係

影

響
を
与
え
る
目
的
、

ま
た
は
、
そ

の
よ
う
な
効
果
を
有
す

る
場
合

に
は
、
禁
止
さ
れ
、

か
つ
舞

で
あ

る
・
た
だ
し
・
第

二
条
、
第

三
条
ま
た
は
第

四
条

に
よ
る
許
可
が
与
え
ら
れ
る
場
合

は
、

こ
の
限
り
で
な
い
、

の

そ
し
て
、

、あ

篁

条

の
原
則
的
禁
止
規
定

か
ら
の
適
用
除
外

に
つ
い
て
占
讐

政
府
法
護

・
連
邦
政
府
法
案
が
規
定
す

る
不
況

力

(

ル
テ
ル
、
合
理
化
カ
ル
テ
ル
お
よ
び
輸

出
カ
ル
テ
ル
塞

本
的

に
認

め
た
う
え
で
、
笙

に
、
連
邦
政
府
法
案
が
・

カ
ル
テ
ル
庁
は
こ
れ

蘇



ら
カ
ル
テ
ル
の
結
成
を

一
定

の
要
件
を
満
た
し
て

い
る
場
合

に

「
許
可
す
る
義
務
を
お
う
」

と
規
定
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、

カ
ル
テ
ル

庁
は

「
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

い
う
規
覆

義

Φσ・・夏

に
こ
れ
を
変
後

、
第
二
に
、

こ
れ
ら
カ
ル
テ
ル
の
畿

要
件

を
次

の
よ
う

に
厳
格
な
も

の
に
修
正
し
煙
・
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第

一
に
、

不
況
カ
ル
テ
ル
ξ

い
て
、
連
邦
政
府
法
案
が
、
「
構
成
妻

者

(蜜

①爵

§

¢
幕

ヨ
。『
墓

譜
)

の
事

業
、

ま

た

は
、
そ

の
事

業

の

一
部

(窪
砕.団Φげ
。。一。頃
。旨
)
の
休
止

を

回
避

す

る

た
め
規
制

が

必
要

で
あ

る
」

場
合

に
不
況

カ

ル
テ

ル
は
許

可
さ
れ

る
と
規

定

し

て

い

る

の

に
対

し
て
、

占
領

軍
政

府
法

案

第

二
条

は
、

こ
れ

を
、
「
構
成

事
業

者

の
生

産
能

力

(甲
o臼
匪

8
玲
昌
帥
臥
藝

)

の
相

当
部

分

の
完
全

な
、

も

し

く

は
、

相
当

程
度

の
休

止

(〈
農

㈹.
&
..
Φ.ゴ
①臣
昏
.
。。
爵

①・q̀
昌
・、
)
を

回

避
す

る
た

め
規

制
が

必
要

で
あ

る
」

場
合

に
、

権

限
を
有

す

る
官
庁

は
不
況

カ
ル
テ

ル
を

許
可

す

る

こ
と
が

で
き

る
と
修
正

す

る
。

第

二

に
・

合

理
化

カ

ル
テ

ル
に

つ
い
て
、
連

邦
政

府

法
案

が
、

「
構

成
事

業
者

の
能
率

ま

た

は
経

済
性

(芝

一【仲ooOゴ
国
粘蝕賦
O『
犀
①幽搾)
を
技

術
的
、

経
営

経
済
的

(冨
猷
①誹
註
岱
。。o冨
h臣
。冨
H)
も

し

く

は
組

織

的

(。お
彗
冨
8
詠
些
①円)
な

面

に

つ
い
て
高

め
、

そ

し
て
、
そ

れ

に

よ
り
需

要

の
充

足

を
改

善
す

る
」

場
合

に
合

理
化

カ

ル
テ

ル
は
認

可

さ
れ

る
と
規

定
す

る

の
に
対

し

て
、
占

領

軍
政

府

法
案

第
三

条

は
、

こ

れ

を
、

「
構

成

事

業

者

の
能
率

を
高

め
、

ま

た
は
、
そ

の
経
済

性

を
促

進

し
、
そ

し

て
、

そ

れ

に
よ
り
需

要

の
充

足
を
改

善
す

る

場
合

に
、

権

限
を
有
す

る
官
庁

は
・

生
産

の
専
門

化

(ω
℃
Φ§

匿

。毎
お
)
、

ま

た

は
、

製

品

も

し
く

は
役
務

の
購

入
な

い
し
販
売

の
共
同

化

を

目
的

と
す

る
契
約

も

し
く

は
決
議

を
許

可
す

る

こ
と
が

で
き

る
」

と
修

正
す

る

(そ
れ
ゆ
え
、
技
術
上
の
合
理
化
お
よ
び
経
営
経
済
上
の
合
理
化

の
た
め

の
措
置
は
こ

の
カ
ル
テ
ル
に
は
含
ま
れ
な
い
)
。
第

三

に
、
輸

出

カ

ル

テ

ル
に

つ
い
て
、
連

邦
政

府
法
案
が

、

輸

出

カ

ル
テ

ル
は
、

「
国
内

市

場
ま

た

は
世

界
市

場

に
お

い
て
、

他

国

の
本
法
、

も

し
く

は
、

そ
れ

に
相
当

す

る
規

定

に
服

さ

な

い
競
争

者

に
対

し

て
等

し

い
競
争

条

件
を
作

り
だ
す

等
・

外

国
貿

易

の
確

保
、

も

し
く

は
、
そ

の
促

進

に
寄
与

す
」

る

場
合

に
認

め
ら
れ

る

と
規

定

し
て

い
る

の
に
対

し
て
、

占
領

軍

政
府

法

案
第

四

条

は
、
輸

出

カ

ル
テ

ル
が

世

界
市

場

に
お

い
て
競
争

者

と
等

し

い
競
争

条
件

を
作

り
出
す

た
め
だ
け

に
認

め
ら

れ

る
も

の
と

し
、

輸

出

カ

ル
テ

ル
が
、

そ

の
圏

的
を
達

成
す

る

た
め

に
国
内

市

場

に
お
け

る
取
引

ま

で
も
規

制

の
対
象

と
す

る
こ
と

を
禁

止
す

る
。

(48)
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次
渉

占
領
護

府
法
案
は
、
霧

支
配
蒙

萎

に
つ
い
て
、
連
邦
政
府
法
案
窺

定

(篁

七
条
お
よ
び
篁

八
条
)
を

「禁

的

に
修

正

し
」

て
次

の
よ
う

に
規
定

す

る
。

市
場
支

配
的

事

業
者

ま

た

は
相

互

に
競
争

し

て

い
る
事

業

者

(巳
凱
津
巳
興

ぎ

芝
。誹

。竃
。同げ
のξ

匿

①.
。
5
け。ヨ
・ぎ

①昌
)

の
金
融

上

の
集

中

(量

冨

幕

一Σ

Φ貯

ぎ

邑

は
禁

止

さ
れ

る

(第

一
七
条
第

一
項
)
・
権

限
を
有
す

る
官
庁

は
・

価
格

に
影
響
を
与
・兄
、
生
産
も
し
く

は
経
営
を
支
配
し
、
あ

る
い
は
競
争
を
制
限
す
る
よ
う
な
経
済
力
が

こ
の
金
融
上
の
集
中

に
よ
り
生

じ
な

い
場
合

に
の
み
、

こ
れ
を
許
可
す
る

こ
と
が
で
き

る

(同
条
第
二
項
)
。

権
限
を
有
す
る
官
庁

は
、
そ

の
許
可
な

く
こ
の
金
融
上
の
集

中
が
行
な
わ
れ
た
場
合
、
も
し
く
は
、
そ

の
許
可
の
前
提
が
集
中

の
の
ち
に
失
わ
れ
た
場
合
ー
1
す
な
わ
ち
、
第

一
七
条
第
二
項
に
い
う

経
済
力
が
生
じ
た
場
合
1
ー
、

当
該
集
中
を
排
除
す
る
よ
う
命
ず

る
こ
と
が

で
き
る

(同
条
第
三
項
)
。
さ

ら

に
、

権

限

を
有

す

る
官
庁

は
、
市
場
支
配
的
事
業
者
も
し
く
は
株
式
法
第

一
五
条

に
い
う

コ
ン
ツ

ェ
ル
ン
が
、
商
品
ま
た
は
役
務

に
関
す
る
契
約

の
締
結

に
際

し
て
、

そ

の
市
場
支
配
的
地
位
を
濫
用
し
た
価
格

の
要
求
も
し
く
は
取
引
条
件

の
強
制
等
を
行
な
う
場
合

に
お
い
て
、
そ
れ
ら

の
行
為
を
禁
止
す

る
措
置

(第

一
八
条
第

一
項
お
よ
び
第
二
項
)
で
は
市
場
支
配
的
地
位

の
濫
用
を
阻
止
す
る
の
に
充

分

で
な

い
と

思
料
す
る
と
き
・
そ
れ

ら

の
市
場
支
配
的
事
業
者
も
し
く

は

コ
ン
ツ

ェ
ル
ン
を
解
体
す
る
よ
う
命
ず

る
こ
と
が

で
き
る

(同
条
第
四
項
)
。

占
領
軍
政
府
法
案
は
、
右
に
述

べ
て
き
た
カ
ル
テ
ル
お
よ
び
市
場
支
配
的
事
業
者
に
関
す
る
諸
規

定
に
お

い
て
連
邦
政
府
法
案
を
最

も

強
く
批
判
し
、
そ

の
修
正
を
要
求
す

る
も

の
で
あ
る
が
、
そ

の
他

に
も
、
特
許
権

に
関
す
る
規
定

(占
領
軍
政
府
法
案
第

一
五
条
お
よ
び
第

一

六
条
)
、
刑
罰
に
関
す
る
規
定

(同
法
案
第
二
七
条
)
、
手
続

に
関
す

る
規
定

(同
法
案
第
三
九
条
～
第
五
八
条
)
お
よ
び
法
律

の
適
用
範

囲
に
関

す

る
規
定

(第
七
二
条
)
な
ど
で
連
邦
政
府
法
案

に
対

し
て

一
連

の
修
正
を
加

え
、

ま

た
、

営
業

の
自
由

に
関
す
る
規
定

(同
法
案
第
ニ
ニ

条
第
二
項
な
い
し
第
五
項
)
を
新
設
す
る
な
ど

し
て
、
全
体
と
し
て
連
邦
政
府
法
案
を
か
な
り
強
化
す

る
内
容

の
も

の
と
な

っ
て
鳳
麗
・

紛

四

以
上
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
占
領
軍
政
府
法
案
を
手
渡
さ
れ
た
ド
イ

ッ
政
府

は
、

こ
の
法
案
が
、
占
領
軍
政
府

の
専
門
家
と

の

事
前
の
非
公
式
な
討
議
か
ら
予
想
さ
れ
た
と
お
り
、
ア
言

ヵ
反
ト
ラ
ス
法

の
諸
原
則
垂

つ
い
て
撃

制
限
禁
止
叢

府
肇

を
修
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正
す
る
よ
う
ド

イ
ッ
政
府
を
強
制
し
よ
う
と
す

る
も

の
で
あ
る

こ
と
を
知
る
と
と
も
に
、

こ
の
よ
う
な
法
案
を
妾

し
、
そ
れ
を
ド
イ
ッ

政
府

に
手
渡
し
て
き
た
こ
と

に
つ
い
て
、
占
領
軍
政
府

の
要
求

は
敗
戦
直
後

の
報
復
的
な
集
中
排
除
肇

の
再
来

の
徴
表
で
は
な
い
の
か
、

そ
の
よ
う
な
疑

い
が
証
明
さ
れ
な

い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
全
体
経
済

の
供
給
能
力
を
上
昇
さ
せ
る
と

い
う
目
的
と

は
整
合
し
な

い
よ
う

な
経
済
秩
序
を
も
た
ら
す
作
用
を
果

た
す

こ
と

に
な
る

の
で
は
な

い
の
か
、
そ
れ

は
ま
た
、
実
施
し
う

る
、
そ
し
て
、
連
邦
共
和
国

の
政

党

の
多
数

に
よ
り
支
持
さ
れ
う
る
競
争
法
を
立
案
す
る
べ
く
重
ね
て
き

た
二
年
以
上
に
亘
る
ド

イ
ツ
政
府

の
努
力
を
疑
問
な
も

の
と
す
る

も

の
で
は
な

い
の
(施
・

と
い
う
疑
念
を
強
く
抱

い
た
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
法
案
を
手
渡

さ
れ
た

.」
と
に
対
し
て
、
ド
イ

ッ
政
府
、
と

り
わ
け
、

亨

ハ
ル
雀

済
大
臣
と
そ
の
蕎

者
濠

、
亘

削
に
さ
し
迫
っ
て
い
る
競
争
制
限
歪

法
に
関
す
鱒

イ
ツ
占

聾

討

議

に
お

い
て
、
占
領
軍
政
府
法
案

に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
占
領
権
力
の
要
求

に
は
も
は
や
応
じ
な

い
と
い
う
決
意
L
を
固
め
る
に
い
た

っ
た
・

と
は
言

っ
て
も
・
そ
れ

は
、
占
領
軍
政
府

の
占
領
法
規
第
二
条

に
基
づ
く
留
保
権

の
行
使
を
さ
せ
な

い
た
め
に
も
、
非

カ
ル
テ
ル

化
お
よ
び
集
中
排
除
政
策
の
分
野
で
の
ド
イ
ツ
政
府
と
占
領
軍
政
府

の
利
害
を
調
整
す
る
可
能
性
を
ま

っ
た
く
排
除
す
る
も

の
で
あ

っ
て

は
な
ら
な
か

っ
た
か
ら
・
実
際
の
ド
イ

了

占
領
軍
討
議

に
際
し
て
は
、
占
領
軍
政
府

の
要
求

は
原
則
と
し
て
、
も
し
く
は
、
提
案

さ
れ

た
形

で
は
受
け

入
れ
る

こ
と
を
拒
絶
す

る
、

し
か
し
な
が
ら
、

い
く

つ
か
の
点
で
は
そ

の
修
正
案
を
受
け

入
れ
う
る
も
の
と
す
る
、
と

い

　
ゲ
　

う

の
が
連
邦
経
済
省

の
内
部
的
見
解
で
あ

っ
た
。

一
九
五

一
年

一
二
月

一
一
日
に
、
連
合
国
高
等
弁
務
官
会
議

の
要
請
で
競
争
制
限
禁
止
法
政
府
法
案

に
関
す

る
ド

イ
ツ
ー
占
領
軍
討
議

は
開
始

さ
難

・
さ
き

に
述
べ
て
た
よ
う
な
決
意
を
固

め
て

い
た
連
邦
経
済
省
お
よ
び
連
邦
法
務
省

の
競
争
問
題
専
門
家
と
、
連
A・
国
高

等
弁
務
官
会
議

の
ア
メ
リ
カ
高
等
弁
務
官
府
代
表

の
競
争
問
題
専
門
家
と

の
間

で
開
始
さ
れ
た
討
議

は
当
初
き
わ
め
て
激

し

い
調
子
の
も

の
で
・
利
害
調
整

の
あ

ら
ゆ
る
可
能
性
を
排
除
す

る
よ
う

に
さ
え
み
え
て
、
結
局

の
と

こ
ろ
、
討
議

は
そ
の
開
始
後
ま
も
な
く
中
断
さ
れ

る

に

い
た

つ(煙

・

こ
の
よ
う

な
討
議

の
中
断

は
、
占

領

軍
政
府

か
ら
命

じ
ら

れ

た
、

ド

イ

ツ
政

府

の
重

に
ば

ひ
と
と

お
り

の
考
慮

し

か
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払
わ
な

い
競
争
法
が
制
定
さ
れ
る

こ
と

に
な
る
の
で
は
な

い
か
と

い
う
思
惑
を
ド
イ

ッ
側

に
生
じ
さ

せ
た
の
で
あ
麗

・

こ
の
よ
う
な
危

機
的
雰
囲
気
を
引
き
起
し
た
最
初

の

「
打
撃

の
交
換

(摯
匿

。Q
受

窪
鴇
げ
)
」

の
の
ち
、

か
な
り
の
見
解

の
相
違
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
対

立
を
解
消
し
て
な
ん
と
か
合
意

に
ま

で
達
し
よ
う
と
す

る
両
者

の
積
極
的
な
努
力
が
行
な
わ
れ
て
、
討
議
は
再
開
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

ク

リ

ス

マ
ス
の
前

に
、

ド

イ

ツ
ー
占

領

軍
専
門

家
討

議

(麟
2
誓
ゲ
ー騨葭
①奮

国
誉

冨
8

ぴq書

苺

冨
)
は
、
連

邦
政
府

法
案

を
修

正

し
て
、

い
く

つ

か
の
論
点
で
占
領
軍
政
府
法
案

に
適
合
さ
せ
る
と

い
う
合
意

に
つ
い
に
到
達
す
る
に
い
た

っ
た
の
で
鍋

・

そ

こ
で
次

に
、
以

上

に
述

べ
て
き

た

よ
う
な
経

緯

で
最

終
的

な
合

意

に
達

す

る

に
い
た

っ
た
ド

イ

ツ
ー

占
領

軍
討
議

に
お
け

る
主
要
な

論

点
、
す

な

わ

ち
、

特

に
カ

ル
テ

ル
お
よ
び

市
場

支
配
的

事

業
者

の
取
扱

い

に
関
す

る
論

議

に

つ
い
て

み

て

い
く

こ
と

に
し

よ
う
。

ま
ず
、

カ

ル
テ

ル
に
関

し

て

は
、

第

一
に
、

水
平

的
競

争
制

限

の
禁

止

を
相

互
協

調
的
行

為

に
ま

で
拡

大
す

る
規
定

(占
領
軍
政
府
法
案

第

一
条
)
が

問
題

と
な

っ
た
。

ド

イ

ツ
政
府

は
、

こ
の
規

定

に
対

し

て
、

相

互
協

調
的
行

為

の
禁

止

は
立
証

の
点

で
困
難

に
逢

着

す

る

し
、

ま

た
、

共

同
性

(σq①ヨ
。貯
麗
冨
庄
即畠
窃

N
醒。。隅
ヨ
ヨ
2
鼠
蒔
魯
)
は
契
約

に
基
づ

く

も

の
で
は
な

い
の
で
あ

る

か
ら
、

基
本

的

に
ド

イ

ッ
の
法

思

想
と
簑

質
な
も

の
で
あ

り
馨

す
る

こ
と
は
で
き
な

い
・
と
反
対
簿

・
そ

し
て
最
終
的

に
は
・
嶺

護

府

に
ょ
り
・

こ
の
ド
イ

ツ

(
53

)

政
府

の
主
張

は
了
承
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
の
で
あ
る
。

第

二
に
、
適
用
除
外

カ
ル
テ
ル
の
要
件
を
厳
格
化
す
る
規
定

(占
領
軍
政
府
法
案
第
二
条
な
い
し
第
四
条
)
が
問
題
と
な

っ
た
。
ド
イ
ッ
政

府

は
、

こ
の
点

に
関
し
て
、
次
の
二
点

で
は
お
お
む
ね
占
領
軍
政
府
法
案
の
規
定

に
そ

っ
て
連
邦
政
府
法
案
の
規
定
を
強
化
す

る
こ
と

に

同
意
し
た
。
す

な
わ
ち
、

ま
ず
第

一
に
、
連
邦
政
府
法
案

に
お
い
て
、

カ
ル
テ

ル
庁
は

一
定

の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合

に
適
用
除
外

カ
ル
テ
ル
を

「
許
可
す

る
」
と
定

め
ら
れ
て

い
た
の
を
、

カ
ル
テ
ル
庁

は
適
用
除
外

カ
ル
テ
ル
を

「
許
可
す
る
こ
と
が

で
き

る
」
と

い
う

鋤

規
定

(内
・・曵

馨

邑

に
変
芒

て
、
適
用
除
外

カ
ル
テ
ル
の
認

め
ら

れ

る
範
囲
を
制
限
為

・
第

二
に
・
不
況

カ
ル
テ
ル
に
関
し
て
・
(51

連
邦
政
府
法
案

の

「
構
成
事
業
者

の
事
業
、

ま
た
は
、
そ

の
事
業

の

一
部

の
休
止
を
回
避
す

る
た
め
」
と

い
う
構
成
要
件
を
、
占
領
軍
政



府
法
案
の

護

妻

者
の
生
産
努

の
相
当
部
分
の
完
全
な
、
能

く
は
、
相
当
程
度
の
休
止
を
回
避
す
る
た
め
L
と
い
う
醗

要
件

に
そ

っ
て
修
正

し
・

不
況

カ
ル

テ

ル
の
認

め
ら
れ

る
範

囲

を
制
限
す

る
。

し

か
し
な
が

ら
、

ド

イ

ツ
政

府

は
、
A
.
理
化

カ

ル
テ

ル
と
輸

出

カ
ル
テ
ル
ξ

い
て
は
・
占
領
軍
政
府
法
案

の
規
定

に
そ

っ
て
連
邦
政
府
法
案
を
修
正
す
る

.」
と

に
反
対
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ま
ず
、

合
理
化

カ
ル
テ
ル
ξ

い
て
は
、
占
讐

政
府
法
案
第
三
条

の
規
定
す
ゑ

・
理
化

カ
ル
テ

ル
の
も
と
で
は
、
国
民
経
済
的

に
み
て
意
味

の

あ
る
・
す
な
わ
ち
・
全
体
経
済
的

に
み
た
供
給
能
力

の
上
昇

に
寄
与

し
う
る
合
理
化
計
画

の
立
案

.
実
施
が
妨
げ
ら
れ
て
し
ま
う

お
そ
れ
が

あ

っ
た
か
ら
で
難

・

こ
れ

に
対
し
て
、
占
蟹

政
府
法
案
第
三
黍

、
連
邦
政
府
法
案
第
三
条
を
修
正
し
て
、
合
理
化

カ
ル
テ
ル
の
認

め

ら
れ

る
範
囲
を
生
産

の
専
門
化
ま
た
は
共
同

の
購

入

・
堅

冗
懇

の
設

立
に
限
定
し
、
技
術
上

の
ム
・
理
化
お
よ
び
経
営
讐

上
の
A
.
理
(ヒイ7●,
5

、)

の
た
め
の
カ
ル
テ

ル
を
ー

こ
れ
ら
カ
ル
テ

ル
に
よ
る
技
術

の
制
限
も

し
く
は
価
嚢

定

の
可
能
性
を
阻
止
す
る
た
め
に
1

除
外
し
た

の
は
・
連
邦
政
府
法
案
第
三
条
窺

定
す

る
合
理
化

カ
ル
テ
ル
に
よ

っ
て
は
合
理
化

に
適
し
た
経
済
部
門

の
合
理
化
を
達
成
す

る
こ
と
は

で
き
ず
・

こ
の
よ
う
な
カ
ル
テ
ル
を
許
可
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
カ
ル
テ

ル
の
禁
止
原
則
が
そ

の
反
対
惣

変
わ

っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ

る
・
と
考
え
た
か
ら
で
あ

つ
(耀
・

こ
の
よ
う

に
占
蟹

政
府
法
案

と
連
邦
政
府
法
案

の
規
定
す
る
ζ

」
ろ
は
大
き
く
隔

た

っ
て
い
た
が
、

ド
イ
了

占
蟹

討
議

の
結
果

双
方
が
譲
歩

し
て
、
合
理
化
カ
ル
テ
ル
は
、
占
領
軍
政
府
法
案
第
三
条
が
規
定
す
る
よ
う
な
専
門
化
ま

た
は
共
同

の
購
入

飯

売
懇

の
設
立

に
限
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
な
る
と
と
も

に
、
連
邦
政
府
法
案
が
修
正
、さ
、れ
、て
、
畿

妻

者

の
襲

ま
た
は
響

性
が
技
術
的
、
経
営
経
済
的

(甕

・げ
・・蔓

…
ゴ
麟窪

・ゲ
Φ・)
も
し
く
は
組
欝

な
面
ξ

い
て
著

し
く

(類
$
。ロ
臣
。ゲ
と

、圓

め
ら
れ
る
響

に
許
可
さ
れ
う
る
も
の
と
さ
麹

(傍
点
部
分
薪

た

連
邦
政
府
肇

第
三
条
の
要
件
と
し
て
加
・兄
ら
れ
た
)
。
盗

、
輸
出
カ

ル
テ
ル
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
政
府
が
占
蟹

政
府
法
案
第
四
条

の
規
定

に
反
対

し
た
の
は
、
輸
出

カ
ル
テ
ル
は
そ

の
目
的
を
達
成
す

る
た
め

に
国
内
瘍

に
お
け
る
取
引
ま
で
も
規
制

の
対
象
と
す
る
こ
と
な
し
に
綾

能
し
え
な
い
も

の
で
あ
る
、
と

い
う

.芝

が
考
.舌

れ
た
か

ら
で
麺

・
そ
れ
ゆ
え
・
ド
イ

ツ
政
府

は
、
国
内
市
場
の
カ
ル
テ
ル
に
よ
る
規
制
を
認
め
る
連
邦
政
府
法
案
第
四
条
の
規
定
羅

持
す

る
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け
　

こ
と
を
望
ん
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ

ツ
ー
占
領
軍
討
議

の
結
果
、

こ
の
ド
イ

ツ
政
府

の
希
望

は
入
れ
ら
れ
る
こ

と
な
く
・
輸
出

カ
ル

テ
ル
は
、
世
界
市
場

に
お
い
て
競
争
者
と
等
し
い
競
争
条
件
を
作
り
出
す
た
め
だ
け

に
認

め
ら
れ
、
国
内
市
場
に
お
け
る
取
引
ま
で

も
そ

の
規
制

の
対
象
と
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
輸

毒

・

次

に
、
市
場
支
配
的
事
業
者

に
関
し
て
は
、
第

一
に
、
市
場
支
配
的
事
業
者
も
し
く
は

コ
ン
ツ

ェ
ル
ン
の
解
体
措
置

に
関
す

る
規
定
が
問

題
と
な

っ
た
。

こ
の
解
体
措
置

に
関
し
て
占
領
軍
政
府
法
案
第

一
八
条
第
四
項
は
、
連
邦
政
府
法
案
第

一
八
条
が
市
場
支
配
的
事
業
者
の

解
体
の
提
蓼

も
含
む
霧

支
配
的
諜

謹

関
す
る
墾

・書
の
蔑

を
カ
を
ア
ル
庁
に
課
す
ー

実
際
の
解
体
護

は
他
の
連
邦
法
に

よ

っ
て
定

め
る

ー
i

に
と

ど
ま

っ
て

い
た

の

に
対

し
て
、

こ
の
規

定

を
修

正

し

て
、

カ

ル
テ

ル
庁

に
市

場
支

配
的
事

業
者

も

し
く

は

コ
ン

ツ

ェ
ル
ン
の
解
体
を
命
ず

る
権
限
を
付
与
す
轟

と
窺

定
す
る
も

の
で
あ

る
が
、
ド
イ

ツ
政
府

は
こ
の
規
定

に
反
対
し
、
連
邦
政
府
法

案
第

天

条
の
規
定
を
馨

す

る
.、
と
轟

ん
だ
。

し
か

し

な

が

ら
、

ド

イ

ッ
ー
嶺

軍
討
議

の
彙

、

こ
の
解
落

難

関
す
る
規

定

は
法
案
か
ら
削
除
さ
れ
る

こ
と

に
な

っ
た
。
そ
れ

は
、
討
議
を
続
け
て

い
く
う
ち
に
、
占
領
軍
政
府

の
関
心
が
、
市
場
支
配
的
事
業
者

の
解
体
措
置
に
関
す

る
規
定
を
経
済
政
策
上
の
手
段

(鼠
酵

匿
書

臣
9
ゲ
$

察
け邑
)
と
し
て
必
要

で
あ

る
と

認
め
て
法
案
中

に
規
定
す

る
、
と

い
う
と
こ
ろ

に
あ

る
と

い
う

よ

り

も
、
む
し
ろ
、
連
邦
政
府
法
案
中

に

「
現
に
占
領
軍
の
措
置

に
よ
り
解
体
さ
れ

た
経
済
組
織

(壽

舜

げ
暫
蓄

げ
自
ら
①)
の
今
後

の
翠

中

(≦

量

臨

9
げ
鳶

)
を
少
な
く
と
も
阻

止
す
璽

た
め
の

一
定

の
手
掛
を
覆

し
て
お

く
・
と

い
う
と

こ
ろ
に
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
占
領
軍
政
府
が
解
体
規
定

の
存
置

に
か
な
ら
ず

し
も
固
執
す
る
も

の
で
は
な

く
、
盛

、
ド
ィ
ッ
政
府
も
解
体
規
定

の
修
正

.
強
化

に
は
反
対
し
鏡

の
の
、
他
方

で
、
企
萎

中

に
関
す

る
規
定

の
取

り
込
み
に
は

同
意
し
た
こ
と
か
ら
、
占
領
軍
政
府
と
ド

イ
ッ
政
府

の
合
意
が
成
立
し
て
削
除
さ
れ
る

に
い
た

っ
た
も

の
で
あ
る
。

第

二
に
、
市
場
支
配
的
事
業
者

に
関
し
て
問
題
と
な

っ
た
の
は
、
ド
イ
ッ
政
府
が
、
右

に
述
べ
た
よ
う
な
占
領
軍
政
府

の
集
中
排
除
措

置

に
対
す
る
強

い
要
求
を

い
れ
て
、
連
邦
政
府
法
案

の
市
場
支
配
的
事
業
者

の
規
制

に
関
す
る
考
え
方
を
基
本
的

に
改

め
て
、
そ

の
法
案
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中

に
企
業
集
中
を
阻
止
す
る
規
定

(占
領
軍
政
府
法
案
第

一
七
条
参
照
)
を
新
設
す

る
か
、
も
し
新
設
す

る
と
す
れ
ば
ど

の
よ
う
な
規
定
と
し

た
ら
よ
い
か
と
い
う
点
で
翫

超
・
こ
の
点
に
関
し
て
占
領
軍
政
府
は
、
そ
れ
が
連
邦
政
府
法
案
の
霧

支
配
的
蘂

謹

関
す
窺

定

を
批
判
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
経
済
力

の
再
集
中
を
阻
止
す
る
規
定
を
法
案
中

に
導
入
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
市
場
支
配
的
事
業
者

に
関

す

る
規
定
を
補
充
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
ド

イ
ッ
政
府
が
、
立
案
中

の
競
争
制
限
禁
止
法

の
カ
ル
テ
ル
禁
止
に
よ
り
、
寡
占
お

よ
び
独
占
の
形
成
を
促
進
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
う
し
て
努
力
し
て
い
る

.」
と

の
反
対
物
1

す
な
露

企
輩

中
の
増
大
l
l

を
得

よ
う
と
す
る
も

の
で
は
な

い
の
な
ら
、
企
業
集
中

の
阻
止

に
関
す
る
規
定

は
絶
対

に
必
要
で
あ
る
と
論
じ
た
。

こ
れ

に
対

し
て
、
ド

ィ
ッ
政
府

は
、
占
領
軍
政
府
法
案
第

一
七
条
第

一
項
が
市
場
支
配
的
事
業
者

の
み
な
ら
ず
相
互

に
競
争
し
て
い
る
事
業
者
の

金
融
上
の
集
中
ま
で
も
歪

の
対
象
と
し
て
い
る
.」
と
を
楚

批
判
し
て
、
市
場
支
配
的
事
薯

嚥

止
の
対
象
を
限
定
す
る
よ
う
に
要

請

し
・

こ
の
要
請
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
場
合

に
の
み
企
業
集
中
規
定

の
新
設

に
同
意
す
る
と
主
張
し
た
。

エ
ア

ハ
ル
ト
経
済
大
臣
と
そ
の

共
働
者
達

は
、

こ
の
よ
う
に
主
張
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
経
済
力
を
享

る
市
場
支
配
的
箋

者

(連
邦
共
和
国
内
の
関
連
市
楚

諌

て
六

七
パ
ー
セ
ソ
ト
、
な
い
し
、
そ
れ
以
上

の
売
り
上
げ

(d
屋
昏

。。旨
邑

㊦)
を
有
す
る
事
業
者
)

の
み

の
集

中
を

禁
止

し
よ
う
と

し

た

の
で
あ

る
。

そ

れ

は
・

経
済

成
長

の
た
め

に
必
要

と
考

え

ら
れ

る
集

中
過

程

(内
o旨
8
#
巴
o蕊
箕
o
NΦ。。。。。)
を

金
融

上

の
集
中

の
禁

止

に
よ
り
阻
害

し

て
し
ま

わ

な

い
た
め
で
あ

海

・
ド
イ

ッ
ー
占
蟹

討
議

に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
両
者

の
立
場
は
調
警

れ
て
、
最
終
的

に
次
の
よ
う
窺

定

　
お
　

を

設
け

る

こ
と

で
両
者

の
合
意
が

成

立

し
た
。

第

一
八
条
第

一
項

「
二
ま

た

は
そ

れ
以

上

の
事

業

者

の
結
合

(N
器
騨。日
ヨ
。窃
6匡
も
)
は
、
そ

れ

に
よ
り
、
当

該
結

合
事

業
者
が

、
特
定

の
種
類
の
商
曇

た
は
役
楚

関
し
、
単
に
局
地
的
で
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
笙

七
条
笙

蕩

臆
味
に
お
け
る
市
場
支
配
的
事

業
者

の
地
位
を
獲
得
す
る

こ
と
と
な
る
場
合

に
は
、

カ
ル
テ
ル
庁

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
」
。

こ
の
規
定

に
よ
り
、

カ
ル
テ

ル
庁

は
、

企
業
集
中

の
許
可
を
そ

の
結
合
企
業
が
市
場
支
配
的
地
位
を
獲
得
す
る
場
合

に
は
与
・兄
て
は
な
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ら
な

い
も

の
で
あ
る
が
、

こ
の
規
定

に
は

「
現

に
あ
る
、
お
よ
び
・
将
来

の
企
薫

解

に
対
す
る
解
体
規
定
が
欠
け
て

い
る

こ
と

に
よ

り
、

こ
の
規
定

は
経
済
的
な
力
と
支
配

の
基
礎
と
し
て
の
企
業
集
中
の
増
大
を
阻
止
す
る
の
に
充
分
な
も
の
で
は
な
い
と
童

ら
れ
層

と
は
言

っ
て
も
、

こ
の
規
定
は
、
大
企
業

の
極
端
な
成
長
を
、
そ
れ
が
望
ま
し
く
な
い
競
争

の
制
限
を
予
期
さ
せ
る
場
合

に
は
阻
止
す
る

(
79

)

こ
と
を
可
能
と
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。

以
上

に
述

ぺ
て
き
た
よ
う
な
次
第

で
、
ド
イ
ッ
政
府

と
占
領
軍
政
府

は
連
邦
政
府
法
案
を

い
く

つ
か
の
重
要
な
点
で
修
正
す
る

こ
と

に

合
意
し
、

こ
の
合
意

の
暫
定
的
結
果

は
、

一
九
互

年

三

月
二
九
日
の
競
争
制
竪

歪

法
の
第

一
六
草
案
と
し
て
と
り
ま
と
め
ら
廻

・

し

か
し
な
が

ら
、

こ

の
第

一
六
草

案

は
、

連

合
国
高

等
弁

務
官

会
議

の
経
済

委

員
会

(≦
蹄
悼oooげ
国津
oo隅聞
沼
6げ
目鳶

αΦ触
〉
一肖
丙
)

の
同
意
を
す

べ

て

の
点

で
得

る
も

の
で

は
な
く
、

そ
れ

ゆ
え
、

こ
の
経
済

委
員

会

は
、
合

理

化

カ

ル
テ

ル
と
輸

出

カ

ル
テ

ル

の
適
用

除
外

要
件
を

よ

り
厳

格

に
規
定
し
、

ま
た
、
特
許

に
関
す

る
規
定

(奪

§

§
塞

豊

の
不
明
瞭

さ

を
除
去
す
る
よ
う
求
窺

の
で
・
あ
ら
た
に
・
ド
イ
ッ

ー

占
領
軍

審
議

会

(留
器

。ゲ
帥露

㊥§

旨
ロロ
舞

酔§
磯
窃
)
が

設
置

さ
れ

て
討

議
が

行

な
わ
れ

る

こ
と

に
な

っ
た
。

そ

し

て
、

こ
の
討
議

の
結

果

一
九
五
二
年

二
月

百

に
成
立
し
た
の
が
、
「
最
終
的

に
す
べ
て
の
角
度

か
ら
承
認
さ
掩

」
競
争
制
限
禁
止
法

の
篁

七
草
案

で
あ
る
・

そ
し
て
、

こ
の
第

一
七
草
案

は
連
邦
内
閣

に
再
び
提
出
さ
れ
、
も
は
や
閣
内

で
反
対
を
受
け
る

こ
と
も
な
く
同
年

二
月
二
二
日
に
競
争
制

限
歪

法
政
府
肇

と
し
護

終
的
に
決
定
さ
れ
た
の
で
み
罷
・
そ
の
の
ち
・
こ
の
肇

は
馨

国
高
等
霧

官
会
議
命
令
第
四
号
に
従

っ
て
連
禽

高
等
弁
務
官
会
議
に
提
出
さ
れ
、
そ
の
承
認
を
受
け
て
、
最
終
的
に
連
邦
政
府
法
案
と
し
て
確
定
途

・

五

こ
う
し
て
、
こ
こ
罐

定
す
る
に
い
た
っ
た
競
争
制
限
禁
止
法
の
連
邦
政
府
轟

は
・
全
六
章
八
〇
条
か
ら
な
っ
て
お
り
・
そ
の

構
成

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第

一
章

競
争
制
限

第

一
節

カ
ル
テ

ル
契
約

お
よ
び

カ
ル
テ
ル
決
議

(第

一
条
～
第
九
条
)
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第
二
節

そ

の
他

の
契
約

(第

一
〇
条
～
第

一
六
条
)

第
三
節

市
場
支
配
的
事
業
者

(第

一
七
条
～
第
二
二
条
)

第
四
節

競
争
制
限
的
行
為

お
よ
び
差
別
的
行
為

(第
二
三
条
～
第
二
六
条
)

第
五
節

通

則

(第
二
七
条
～
第
三
〇
条
)

第

二
章

秩
序
違
反

(第
三

一
条
～
第
三
五
条
)

第

三
章

官
庁

第

一
節

カ
ル
テ
ル
庁

(第
三
六
条
～
第
三
九
条
)

第

二
節

連
邦
カ
ル
テ
ル
庁

(第
四
〇
条
お
よ
び
第
四

一
条
)

第
四
章

手
続

第

一
節

行
政
手
続

第

一
款

カ
ル
テ
ル
庁
に
お
け
る
手
続

(第
四
二
条
～
第
四
八
条
)

第

二
款

抗
告

(第
四
九
条
～
第
五
八
条
)

第
三
款

法
律
問
題

に
つ
い
て
の
上
告

(第
五
九
条
お
よ
び
第
六
〇
条
)

第
四
款

通
則

(第
六

一
条
)

第
二
節

過
料
手
続

(第
六
二
条
)

第
三
節

民
事
訴
訟

(第
六
一二
条
～
第
六
六
条
)

第
四
節

通
則

(第
六
七
条
～
第
七
二
条
)

第
五
章

法
律

の
適
用
範
囲

(第
七
三
条
～
第
七
七
条
)
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第
六
章

経
過
規
定

お
よ
び
失
効
規
定

(第
七
八
条
～
第
八
〇
条
)

こ
の
よ
う
な
全
体

の
構
成
を
有
す
る
競
争
制
限
禁
止
法
政
府
法
案

の
中
心
と
な
る
諸
規
定
を
次

に
み
て
お
く

こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
第

一
に
、
本
法
案

の
第

一
章
第

一
節

「
カ
ル
テ

ル
契
約
お
よ
び

カ
ル
テ

ル
決
議
」

は
、
競
争
を
制
限
す

る
契
約

ま
た
は
決
議

の
無

効

(第

一
条
)
、
不
況
カ
ル
テ
ル

(第
二
条
)
、
合
理
化

カ
ル
テ
ル

(第
三
条
)、

シ
ン
ジ
ケ
ー
ト

(第
四
条
)、
輸
出
カ
ル
テ
ル

(第
五
条
)
、
お

よ
び
そ

の
他

(第
六
条
～
第
八
条
)
に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
規
定
す
る
。

第

嗣
条

「
事
業
者
が
共
通

の
目
的

の
た
め
に
締
結
す
る
契
約
お
よ
び
事
業
者
団
体
の
決
議

は
、
競
争
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

生
産
ま
た
は
商
品
も
し
く

は
役
務

の
取
引

に
関
す
る
市
場
関
係

に
対

し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と

に
な
る
場
合
に
は
、

こ
れ
を
無
効
と

(賃
ロ
薯
マ
犀盟
脚ヨ
)
す
る
。
た
だ
し
、
許
可

(第
二
条
な
い
し
第
五
条
)
の
あ

る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
」
。

第

二
条

「
カ
ル
テ
ル
庁

は
、
申
請

に
基
づ
き
、
当
該
申
請
者
が
、
需
要

の
持
続
的
変
化

に
よ
る
も

の
で
は
な

い

一
時
的
な
売
上
の
減

退

に
よ

っ
て
、
構
成
事
業
者

の
事
業
ま
た
は
そ
の
重
要
部
分

の
休
止
を
回
避
す
る
た
め
、
規
制

(象

閃
①αq
㊦ぎ
ロ。Q)
が
必
要

で
あ
る
こ

と
を
立
証

し
た
場
合

に
は
、
生
産
段
階

の
事
業
者

に
対

し
、
第

一
条

に
規
定
す
る
契
約
ま
た
は
決
議

に
つ
い
て
許
可
を
与
え
る
こ
と

が

で
き

る
」
。

第

三
条

「
カ
ル
テ
ル
庁
は
、
申
請

に
基
づ
き
、
当
詩
申
請
者
が
、
そ
の
規
制
が
と
り
わ
け
構
成
事
業
者

の
能
率
ま
た

は
経
済
性
を
技

術

的
、

経

営
経
済

的

(冨
猷
。雰
鼠
酵

冨
窪

9
8

も

し
く

は
組
織

的
な

面

に

つ
い
て
著

し
く

(零
舘
Φ註
酵

)
高

め
、

そ

し

て
、

そ
れ

に

よ
り
需
要

の
充
足
を
改
善
す
る

の
に
適
す
る
も

の
で
あ
る
等
、
経
済
過
程
の
合
理
化
に
寄
与
す

る
こ
と
を
立
証
し
た
場
合
に
は
、
第

一
条

に
規
定
す
る
契
約
ま
た
は
決
議

に
つ
い
て
、
許
可
を
与
え
る
こ
と
が

で
き

る
。

こ
の
場
合

の
許
可

は
、
契
約

ま
た
は
決
議
が
合
理
化
の
遂
行
上
必
要

で
は
な

い
制
限
を
含
み
、
と
く

に
、
構
成
事
業
者
が
そ

の
合

理
化
を
相

互
に
独
立
し
て
実
施
す
る
こ
と
が

で
き
る
場
合

に
は
、

こ
れ
を
与
え
て
は
な
ら
な

い
」
。
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第

四
条

「
ω

第
三
条

の
許
可
は
、
価
格
が
統

一
的
に
形
成
さ
れ
、
も
し
く
は
、
統

一
的
な
価
格
決
定
方
法
が
招
来
さ
れ
、
ま
た
は
、

構
成
事
業
者

の
販

売

も

し
く

は
生
産
が
制
限
さ
れ
る
よ
う
な
規
制
、
も
し
く
は
、
製
造

な
い
し
販
売

の
共
同
組
織

(シ
ン
ジ
ヶ
ー
ト

ω
巻
鼻

脚§

)
に
対

し
、

こ
れ
を
与
え
て
は
な
ら
な

い
。

②

第

一
項

の
規
定

は
、
経
済
的
も
し
く
は
技
術
的
に
有
効
な
利
用
が
他

の
方
法
を
も

っ
て
し
て
は
不
可
能

な
副
産
物

(乞
.び
。昌
。学

器
話
巳
選
)
の
利
用

に

つ
い
て
形
成
さ
れ

た
共
同
組
織

に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
適
用
し
な

い
」
。

第
五
条

「
ω

カ
ル
テ
ル
庁

は
、
申
請

に
基
づ
き
、
当
該
申
請
者
が
左

に
掲
げ
る

こ
と
を
立
証

し
た
場
合

に
は
、
第

一
条

に
規
定
す

る
契
約
ま
た
は
決
議

に
つ
い
て
、
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

①

当
該
規
制
が
、
世
界
市
場
に
お
い
て
、
他
国

の
本
法
、
も
し
く
は
、
そ
れ

に
相
当
す
る
規
定

に
服
さ
な

い
競
争
者

に
対
し
て

等
し

い
競
争
条
件
を
作
り
だ
す
等
、
外
国
貿
易

の
確
保
、
も
し
く
は
、
そ

の
促
進

に
寄
与

し
、

か
つ
、

②

当
該
規
制
が
、
国
際
協
定

に
お

い
て
、
ド
イ

ッ
連
邦
共
和
国
が
承
認
し
た
商
品
も
し
く
は
役
務

の
取
引

に
関
す
る
原
則
を
侵

さ
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

②

第

一
項

の
許
可

は
、
ド
イ
ッ
連
邦
共
和
国
内

に
お
け
る
商
品
も
し
く

は
役
務

の
取
引
を
含
む
規
制

に
対
し
て
、

こ
れ
を
与
・兄

て
は
な
ら
な

い
」
。

第
六
条
は
、
適
用
除
外

カ
ル
テ
ル
の
濫
用
規
制

に
つ
い
て
定

め
、
第

七
条

は
、

カ
ル
テ
ル
庁

に
よ
る
適
用
除
外

カ
ル
テ
ル
の
許
可

の

期
間
、
そ

の
延
長
お
よ
び
許
可

の
取
消
し
等

に
つ
い
て
規
定
す
る
。
第
八
条

は
、
適
用
除
外

カ
ル
テ

ル
の
解
約

に

つ
い
て
定

め
る
。

第

二
に
、
第

一
章
第

二
節

「
そ

の
他

の
契
約
」

は
、
垂
直
的
価
格
拘
束

の
禁
止

(第

一
〇
条
)
、
許
可

さ
れ

る

垂
直
的
価
格
拘
束

(第

一

一
条
)
、
拘
束
条
件
付
取
引
、
排
他
条
件
付
取
引
等

に
対
す
る
規
制

(第

一
三
条
)
、
特
許
権
等

の
実
施
許
諾
契
約

に
対

す

る
規
制

(第

一
五

条
)
に
つ
い
て
次

の
よ
う

に
規
定
す
る
。
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第

噛
O
条

「
商
品
ま
た
は
役
務
に
関
す
る
事
業
者
間
の
契
約
は
、
契
約
当
事
者

の

一
方
が
、
そ
の
供
給
さ
れ
た
商
品
、
そ

の
他

の
商

品
ま
た
は
役
務

に
つ
い
て
第
三
者
と
締
結
す
る
契
約

に
さ
い
し
て
、
当
該
第
三
者

の
価
格
ま
た
は
取
引
条
件

の
決
定

の
自
由
を
制
限

す

る
場
合

に
は
、

こ
れ
を
無
効
と

(艮
甑
σq)
す
る
」
。

第

=

条

「
ω

第

一
〇
条
の
規
定
は
、

一
、
事
業
者
が
、
他

の
生
産
者
も
し
く
は
販
売
者

の
同
種
商
品
と
競
争
関
係

に
あ

る
商
標
品

(竃
9。
詩
窪
壽

諺

)
の
購
入
者
を
、
ま

た
は
、

一
一、
出
版
業
者
が
、
そ

の
出
版
物

の
購

入
者
を
、

再
販
売

の
際

に
決
め
る
価
格
を
約
定
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、

こ
れ
ら
の
購

入
者

に
対
し
最
終
消
費
者

へ
の
再

販
売

に
い
た
る
ま
で
同

様

の
義
務
を
課
す
る

こ
と
に
よ
り
、
法
律
的
ま
た
は
経
済
的
に
拘
束
す
る
場
合

に
は
、

こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

(②

商
標
品
の
定
義
-

略
)
」
。

第

=
二
条

「
カ
ル
テ
ル
庁

は
、
次

に
掲
げ
る
場
合

に
は
、
商
品
ま
た
は
役
務

に
関
す
る
事
業
者
間

の
契
約

に

つ
い
て
、
当
該
事
業
者

の
請
求
も
し
く
は
職
権

に
よ
り
、

即
時
も
し
く

は
カ
ル
テ
ル
庁

の
定

め
る
将
来

の

一
定

時
点
以
後

に
、

無
効
と

(毒
鼠
詩
器
ヨ
)
す
る

旨

の
宣
言
を
す
る

こ
と
が

で
き

る
。

一
、
契
約
当
事
者

に
供
給
さ
れ
た
商
品
、
そ

の
他
の
商
品
ま
た
は
役
務
の
利
用
を
制
限
す
る
場
合
、
ま
た
は
、

二
、
他
の
商
品
ま
た
は
役
務
を
第

三
者

か
ら
購
入
し
、
も
し
く
は
、
第

三
者

に
対
し
て
供
給
す
る
こ
と
を
制
限
す
る
場
合
、
も
し

く
は
、

三
、
契
約
当
事
者

に
供
給
さ
れ
た
商
品
を
、
第
三
者

に
供
給
す
る

こ
と
を
制
限
す
る
場
合
、

そ
し
て
、

こ
れ
ら

に
よ
り
、
契
約
当
事
者
ま
た
は
他

の
事
業
者
の
事
業
活
動

の
自
由
を
不
当

に
制
限
す
る
と
き
」
。
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第

一
五
条

「
ω

特
許
権
ま
た
は
実
用
新
案
権

の
取
得
も
し
く

は
利
用
に
関
す
る
契
約

は
、
取
得
者
ま
た
は
実
施
権
者

に
、
保
護
を

う
け
る
権
利

の
範
囲

(一昌
ず
麟一貯
山
Φの
Qり
Oげ
口
梓国H①Oげ
仲oo)
を

こ
え
て
取
引

の
制
限
を
課
す

る
場
合

に
は
、

こ
れ
を
無
効
と

(昏

藍
αq)
す
る
。

保
護
を
う
け
る
権
利

の
行
使
に
関
す
る
種
類
、
範
囲
、
量
、
区
域
ま
た
は
期
間

に
つ
い
て
の
制
限

は
、
保
護
を
う
け
る
権
利

の
範
囲

を
超
え
な

い
も

の
と
す
る
。

②

前
項

の
規
定

は
、
次

の
各
号

に
掲
げ
る
事
項

に
対
し
て
は
、

こ
れ
を
適
用
し
な

い
。

一
、
譲
渡

人
ま
た
は
実
施
権
許
諾
者
が
、
保
護
さ
れ

る
権
利
の
対
象
を
技
術
的

に
充
分
に
利
用
す
る

こ
と

に
つ
い
て
有
す
る
利
益

に
よ

っ
て
正
当
と
さ
れ
る
範

囲
内

に
お

い
て
、
か

つ
、
そ

の
期
間
内

に
お

い
て
、
取
得
者
ま
た
は
実
施
権
者

に
対
し
て
制
限
を

課
す

こ
と
。

二
、
保
護
さ
れ
る
対
象

の
価
格
決
定

に
関
し
て
、
取
得
者
ま
た
は
実
施
権
者
を
拘
束
す

る
こ
と
。

三
、
経
験

の
交
換
、
ま
た
は
、
類
似
発
明
も
し
く
は
改
良
発
明

に
基
づ
く
実
施
権

の
許
諾

に
関
し
て
、
取
得
者
ま
た
は
実
施
権
者

に
対

し
て
排
他
的

で
な

い
義
務
を
課
す
る

こ
と
。

四
、
取
得
者

ま
た
は
実
施
権
者

に
対
し
て
、
保
護
さ
れ
る
権
利
を
侵
害
し
な

い
義
務
を
課
す

る
こ
と
。

た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
制
限
が
、
取
得
さ
れ
た
、
も
し
く

は
、
実
施
権
者
と
し
て
許
諾
さ
れ

た
、
保
護
さ
れ
る
権
利

の
有
効
期
間
を

こ
え
る
場
合

に
は
、

こ
の
限
り

で
な

い
。

③

前
二
項

の
規
定

は
、
第

一
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定

の
適
用
を
妨
げ

る
も
の
で
は
な
い
」
。

第
三
に
、
第

一
章
第

三
節

「
市
場
支
配
的
事
業
者
」

は
、
市
場
支
配
的
事
業
者

の
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用

に
対
す

る
規
制

(第

一
七

条
)、

お
よ
び
、
企
業
集
中

に
対
す
る
規
制

(第

一
八
条
、
第

一
九
条
、
第
二
〇
条
)
に
つ
い
て
次

の
よ
う

に
定

め
る
。

第

一
七
条

「
ω

事
業
者

の
市
場
占
拠
率

(ζ
碧
ζ
き
件巴
)
が
大
き

い
た
め
、
特
定

の
種
類

の
商
品

の
生
産
、
ま
た
は
、
特
定

の
種
類
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の
商
品
も
し
く
は
役
務

の
価
格
お
よ
び
取
引
条
件
を
、
競
争
者
を
実
質
的
に
考
慮
す
る
こ
と
な
く
決
定
し
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と

に

よ
り
、
市
場
に
対

し
て
知
覚

し
う
る
ほ
ど

に

(鍮
ぼ
冨
吋)
影
響
を
及
ぼ
す
状
態

に
あ
る
等
、
事
業
者
が
、
特
定

の
種
類

の
商

品

ま

た

は
役
務

に
つ
い
て
実
質
的
な
競
争

に
直
面
し
て
い
な

い
場
合

(市
場
支
配
的
事
業
者
)
に
、

カ
ル
テ
ル
庁
は
、
当
該
事
業
者

に
対
し
て

次

の
各
号

に
掲
げ
る
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
、
当
該
商
品
ま
た
は
役
務
に
関
す
る
契
約

の
締
結

に
さ
い
し
て
、
そ

の
市
場
支
配
的
地
位

の
濫
用
と
な
る
よ
う
な
価
格

の
要
求

も
し
く
は
申
し
出
。

二
、
当
該
商
品
ま
た
は
役
務

に
関
す

る
契
約

の
締
結

に
さ

い
し

て
、
そ

の
市
場
支
配
的
地
位

の
濫
用
と
な
る
よ
う
な
取
引
条
件

の

付
加
。

三
、
契
約

の
相
手
方
が
、
事
実
上
も
し
く
は
商
慣
習
的

に
当
該
取
引

に
は
含
ま
れ
な

い
商
品
ま
た
は
役
務

の
供
給
を
受
け
る
こ
と

を
条
件
と
す
る
、
商
品
ま
た
は
役
務

に
関
す
る
契
約

の
締
結
。

②

株
式
法
第

一
五
条

の
意
味

に
お
け
る

コ
ン
ツ

ェ
ル
ン
に

つ
い
て
第

一
項

の
要
件
が
存
在
す
る
場
合

に
は
、

カ
ル
テ
ル
庁
は
、

当
該

コ
ン
ツ

ェ
ル

ン
構
成
事
業
者

に
対
し
て
、
第

一
項

の
権
限
を
有
す
る
L
。

第

欄
八
条

「
ω

二
ま
た
は
そ
れ
以
上

の
事
業
者

の
結
合
は
、
そ
れ

に
よ
り
、
当
該
結
合
事
業
者
が
、
特
定

の
種
類
の
商
品
ま
た
は

役
務

に
関
し
、
単
に
局
地
的

で
な

い
範
囲

に
お
い
て
、
第

一
七
条
第

一
項

の
意
味

に
お
け
る
市
場
支
配
的
事
業
者

の
地
位
を
獲
得
す

る
こ
と
と
な
る
場
合

に
は
、

カ
ル
テ
ル
庁

の
許
可
を
受
け
る
も

の
と
す
る
。

②

カ
ル
テ
ル
庁

は
、
結
合
後

の
事
業
者
が
、
連
邦
内

に
お

い
て
、
特
定

の
種
類

の
商
品
ま
た
は
役
務

に
関
し
て
、
第

一
七
条
第

一
項

の
意
味

に
お
け
る
市
場
支
配
的
事
業
者

の
地
位
を
獲
得
す
る
も

の
で
は
な

い
こ
と
を
確
認
し
た
場
合

に
お
い
て
の
み
、
第

一
項

に
い
う
結
合
に
対

し
て
許
可
を
与
え
る
も

の
と
す
る
。
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㈲

第

一
項

お

よ
び

第

二
項

の
規

定

は

、

結

合

に
参

加

す

る

事

業

者

(①
ぎ

騨。
ヨ

N
匿

臼
B
㊦
旨
。・臣

魯

げ
Φ
邑

喧

①。・
d
§

諺
。
ぎ

魯
)

が

、

特

定

の
種

類

の
商
品

ま

た

は
役

務

に
関

し

て
、

す

で
に
第

一
七
条
第

一
項

の
意
味

に
お
け

る
市
場
支

配

的
地
位

を
有

し
、

そ

し
て
、

当
該

結
合

に
よ
り
、

そ

の
地
位

が
強

化

さ
れ

る

こ
と
と

な

る
場
合

に
、

こ
れ

を
準

用
す

る
。

㈲

結

合

し
よ
う

と
す

る
事

業
者

の

一
が
株

式
法
第

一
五

条

の
意

味

に
お
け

る

コ
ン
ツ

ェ
ル

ン
構

成
事

業
者

で
あ

る
場

合

に
は
、

第

一
項

か
ら
第

三
項
ま

で

の
規

定

の
適

用

に

つ
い
て

は
、

全

て

の

コ
ソ
ツ

ェ
ル

ン
構

成
事

業
者

を
単

一
の
事
業

者

(.一瓢げ
。姦

警
.。,
d
苧

器
旨
。ゴ
ヨ
窪
)
と

み
な
す
。

⑤

許

可

に

は
、
制

限
、

条
件

お

よ
び
負

担

(ぎ

爵
αq魯
)
を
付
す

る

こ
と
が

で
き

る
。

第

七
条
第

四

項
第

一
号

の
規
定
が

準
用

さ

れ
る
L
。

第

一
九
条

は
、
第

一
八
条

の
意
味

に
お
け
る
企
業
集
中
の
定
義

に
つ
い
て
定

め
、
第

二
〇
条

は
、
第

一
八
条

の
意
味

に
お
け
る
企
業

集
中
が

カ
ル
テ
ル
庁

の
許
可
な
く
行
な
わ
れ
、

ま
た
は
、
そ

の
許
可
が
取
消
さ
れ

た
場
合
に
、

カ

ル
テ

ル
庁

は
当
該
企
業
集
中

の
解

散
等

の
命
令
を
下

し
う
る

こ
と
を
規
定
す
る
。

第
四
に
、
第

一
章
第
四
節

「
競
争
制
限
お
よ
び
差
別
的
行
為
」

は
、

カ
ル
テ
ル
お
よ
び

市
場
支
配
的
事
業
者

に
よ
る
差
別
的
取
扱

の
禁

止

(第
二
三
条
、
第
二
五
条
)
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
定

め
る
。

第

二
三
条

「
ω

カ
ル
テ

ル
は
、

カ
ル
テ
ル
に
参
加
し
な

い
事
業
者
を
、
同
種

の
事
業
者
が
通
常
参
加
し
う
る
取
引
活
動

に
お
い
て

不
当

に
妨
害

し
、

ま
た
は
、
同
種

の
事
業
者
に
比
し
て
直
接
も
し
く

は
間
接

に
差
別
的

に
取
扱

う
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
事
業
活
動

の

自
由
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な

い
。

②

カ
ル
テ
ル
ま
た
は
事
業
者

は
、
構
成
員
と
し
て
カ

ル
テ

ル
に
加
入
す
る

こ
と
を
他
事
業
者
に
強
制
し
て
は
な
ら
な

い
」。

第

二
五
条

「
ω

市
場
支
配
的
事
業
者

(第

一
七
条
)
が
、
そ

の
支
配
す

る
市
場

に
お
い
て
、
他

の
事
業
者
を
、
同
種

の
事
業
者
が
通

62(62)
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常
参
加
し
う
る
取
引
活
動

に
お

い
て
不
当
に
妨
害
し
、
ま
た
は
、
同
種

の
事
業
者

に
比
し
て
直
接
も
し
く

は
間
接

に
差
別
的

に
取
扱

う
こ
と

に
よ
り
、
そ

の
事
業
活
動

の
自
由
を
侵
害
す
る
場
合

に
、

カ
ル
テ

ル
庁

は
、
当
該
事
業
者

の
申
請
ま
た
は
職
権

に
よ
り
、
そ

の
妨
害
ま
た
は
差
別
的
取
扱

い
を
中
止
す
る
よ
う
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

②

こ
の
命
令

に
は
、
制
限
、
期
間
、
条
件
お
よ
び
負
担
を
付
す

る
こ
と
が

で
き
る
。

㈹

第

七
条
第
四
項
第

一
号
お
よ
び
第
二
号

の
規
定

は
、

こ
れ
を
準
用
す
る
L
。

第
五

に
、
本
法
案

の
第

二
章

「
秩
序
違
反
」

は
、
「
故
意

に

(ぎ
颪

紳島
琶

、

第

一
条
、
第

一
〇
条
、
第

一
五
条
第

一
項

お
よ
び
第

二
項
・

も
し
く
は
、
第

一
六
条

(
ノ
ゥ

.
ハ
ゥ
の
利
用
等
に
関
す
る
契
約

へ
の
第

一
五
条
の
準
用
規
定
ー
筆
者
)
に
基
づ

く
契
約

の
無
効
・
ま
た
は
・
第

一
条

に
基
づ
く
決
議

の
無
効
を
無
視
し
た
者
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
故
意
ま
た
は
過
失

に
よ
り
、
第
二
条
な

い
し
第
五
条
、
第

一
七
条
、

第

二
五
条
な
ど
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
た
者
、
故
意

に
、
許
可
な
く
し
て
笙

八
条

の
意
味
に
お
け
る
結
合

に
参
加
し
た
者
等

に
対
し

て
、

一
〇
〇
万

マ
ル
ク
以
下
の
過
料
が
課

せ
ら
れ
る

こ
と
を
規
定
す
る

(第
三

一
条
)
。
第
六
に
、
本
法
案

の
第

三
章

「
官
庁
」

は
・

そ
の

第

一
節

「
カ

ル
テ

ル
庁
」
に
お

い
て
、

カ
ル
テ
ル
庁
と

連
邦

カ

ル
テ

ル
庁

の
職
務
お
よ
び
権
限

に
つ
い
て
定

め

(第
三
六
条
)
、

第
二
節

「
連
邦

カ
ル
テ
ル
庁
」

に
お

い
て
、
独
立
の
連
邦
上
級
官
庁
と
し
て
連
邦

カ
ル
テ
ル
庁
が
設
置
さ
れ
、

そ

れ

は
連
邦
経
済
大
臣
の
所
轄

に

属
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
規
定
す
る

(第
四
〇
条
)
。

第
七
に
、

本
法
案

の
第
四
章

「
手
続
」

は
、

行
政
手
続

(
カ
ル
テ
ル
庁
に
お
け
る
手

続
、
カ
ル
テ
ル
庁
の
処
分
に
対
す
る
抗
出
ロ
手
続
、
法
律
問
題
に
つ
い
て
の
上
告
-
第

一
節
)
、
過
料
手
続

(第
二
節
)
、
民
事
訴
訟

(第
三
節
)
に
つ
い

て
定
め
る
。
第

八
に
、
本
法
案

の
第
五
章

「
法
律

の
適
用
範

囲
」

は
、
連
邦
郵
便
事
業
、
連
邦
鉄
道
等

の
運
輸
事
業

に
対
す
る
適
用
除
外

(第
七
四
条
)
、
農
林
業

に
対
す
る
適
用
除
外

(第
七
五
条
)
、
連
邦
銀
行
、
専
売
事
業
お
よ
び

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
に
対
す
る
適

働(

用
除
外

(第
七
六
条
)
お
よ
び

公
益
事
業

に
対
す

る
適
用
除
外

(第
七
七
条
)
に

つ
い
て
規
定
す

る
。

六

》、
う
し
て
三

」
に
、
以
上
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
競
争
制
限
禁
止
法
政
府
肇

が
・

一
九
四
七
年
七
月

に
そ
の
立
案
作
業

開
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始
さ
れ
て
以
来
・

一
九
四
九
年

七
月

の
〒

ス
テ

ソ
法
案

の
成
立
と
そ

の
失
敗
、

一
九
至

年

=

月
の
連
邦
政
府
肇

の
暫
定
的
成
立

餌

と
・

そ

の

の
ち

の
占
領
軍

政
府

と

の
討
議

と
そ

の
承
認

を

経

て
、

一
九
五

二
年

二

月

に
最

終
的

に
確

定
す

る

に

い
た

っ
た
。

エ
ア

ハ
ル
ト

経
済

大
臣
と
そ

の
共
働
蓬

は
・

こ
の
妾

作
業
・

ド乏

、
占
蟹

政
府
と

の
討
議

の
経
緯
を

ふ
り
返

っ
て
、
西
ド
イ

ッ
に
お
け
る
特

働

別

の
経
済

的
諸

関
係

(爵

藝

ぎ

蔓

…
ゴ
騨
葺

Φ二

婁

似蕩

①)

に
言

及
す

る

.」
と

に
よ

っ
て
、

ま
た
、
連

邦
政

府
法

案
を

房

強

化

し
た
場
合

に
引

き
起

こ
さ

れ

る

ξ

が

い
な

い
政
治

的
圧

力

に
一言、
及

す

る

.、
と

に

よ

っ
て
、
「
鵡

軍
政
府

の
要

求

の
多

く

の
も

の
を

拒

否

し
・
そ

し

て
・
そ
れ

ら
を

肇

さ

芸

こ
と

に
最

終
的

晟

功

し
た
」

こ
と

に
満

足

の
意
を

表

し

た

(
エ
ア

ハ
ル
ト
経
済
大
臣
は
、

「私
は
、

決
し
て
ア
メ
リ
ヵ
の
命
令
に
よ

っ
て
こ
の
よ
う
な
努
力

(競
争
制
限
禁
止
法
の
妾

努
力
塞

者
)
を
し
て
い
る

の
で
は
な

い
。

い
わ
ん
や
、
.汽

に
屈

服
し
た
も
の
で
は
絶
対
に
な
い
・
…

連
邦
政
府
決
定

の
法
案
は
、
実
に
そ
の
架

構
造

に
お
い
て
ア
メ
リ
ヵ
の
妾

原
理
と
矛
盾
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。

ア
メ
リ
ヵ
で
は
禁
止
原
則
は
厳
楚

実
行
さ
れ
て
い
る
。
行
政
的
例
外
を
認
め
る
ド
イ

ッ
法
案
の
特
徴
的
可
能
性
は
、
ア
メ
リ
カ
法

で
は
ま

っ
た
く
智

れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
(聖

・

し
か
し
な
が
ら
、

二
国
鐘

資

会
覚
書
と
占
領
法
規
第

二
条
の
制
約

の
も

と

で
、

ヵ
ル

テ
ル
の
原
則
的
禁
止
を
定

め
た

一
九
五

一
年

一
一
月

の
連
邦
政
府
法
案

の
暫
定
的
成
立
に
い
た
る
ま

で
の
立
案
作
業
が

蚕

し
て
占
領
軍

政
府
と
の
非
公
式

の
事
前
討
議
を

ふ
ま
え
て
行
な
わ
れ

た
も

の
で
あ
り
、

ま
た
、
そ

の
後

の
ド
イ
ッ
ー
占
領
軍
討
議

に
お

い
て
、

い
く

つ

か
の
重
要
窺

定

の
修
正

お
よ
び

企
養

中

に
関
す

る
規
定

の
取
り
入
れ
が
占
讐

政
府

の
要
求

に
基
づ

い
て
行
な
わ
れ
た

こ
と
か
ら
考

え
て
み
て
・

み
た
と

こ
ろ
新
畠

義

の
思
想

に
依
拠

し
て
妾

さ
れ

た
よ
う

に
み
え
る
連
邦
政
府
法
案

の
い
く

つ
か
の
重
要
窺

定
が
、

エ
ア

ハ
ル
ト
讐

大
臣
の
述

べ
る
と
こ
ろ
と
は
異
な
り
、
占
蟹

政
府
と
り
わ
け
ア
メ
リ
ヵ
高
等
弁

務
官
府

の
連
邦
経
済
省
お
よ
び
連
邦

政
府

に
対
す

る
圧
力

の
結
果

で
あ

っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
す

で
に
述
べ
て
き
た
と
.」
う
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
る
と
　.
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
。。
。。
)

い
で
あ

ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
・

こ
の
よ
う
な
立
案
作
業

の
経
緯

と
も
関
連

し
て
、

こ
の
連
邦
政
府
法
案

は
、
後

に
検
討
す
る
よ
う

に
、
連
邦
議
会
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に
お
け
る
審
議

に
お

い
て
経
済
力

の
欝

防
止
法
制
を
支
持
す

る
立
場
か
ら
強
く
批
判
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な

り
・

カ
ル
テ
ル
規
制

に
関

し

て
は
適
用
除
外

ヵ
ル
テ
ル
の
拡
大
、
ま
た
、

企
輩

中

の
規
制

に
関
し
て
も
関
係
条
文

の
削
除
と

い

っ
た
か
た
ち

で
・
そ

の
諸
規
定

の
緩

和

を

余

儀

な

く

さ

れ

る

こ

と

と

な

っ
た

の

で

あ

る

。

(
-
)

国
。
ぎ

計

器

◎P

o。
」

麟

一

町

(
2

)

国
ぼ

ロ
實

ω
.
罵

9

^
3
)

ン』
の
点

ξ

い
て
、
。
雌
目
静び
。
『・

閏
"
仲詔
離
『剛
¢廟　

恥
舞

げ
窪

。
塁

　

㈹
馨

蒙

ぎ

・「ぴ
量

鐸

ぎ
餐

ー

P

ω
.
"・
躍

次

の

よ

う

に
述
べ
て
い
る
・

妃遷
籟

瀟
雛
雛
蕪

毒
毅
羅
鱗藍
叢
顯
.嬰

葬
藷

難

疑

嚢

鴛

鷺

嬉

.講

襲

鋸

篭

額

罐

獲
得
し
、
他
の
市
場
参
加
者
の
自
由
を
制
限
す
る
た
め
に
そ
の
地
位
を
濫
用
す
薯

は
、
髪

監
視

(
4
)

開
。
竃
.備.
ド
㌍
ρ
.
-。

一
劇
ゆ

・
.」
の
よ
う
撞

護

府
が
馨

制
限
禁
止
法
に
お
け
る
葉

的
響

に
関
す
る
決
定
を
容
謹

し
な
か

っ
た
の
は
・
「

占
蓬

〔
政
府
〕

に
と

そ

好
ま
し
い
蒙

〔
案
〕
の
提
示
を
行
な
い
、
そ
し
て
、
非
ヵ
ル
テ
ル
化
の
震

、
ま
た
可
態

ら
ば
ぎ

ら
に
輩

中
化
の
襲

で
も
・
占
領
軍

〔
政
府
〕
に

M鯵
鍵

農
狸
継

溜
雁虫
.誰
難

鍵

蓬
嚢

鍵

嫁
蕎

態
馨

露
齢

規
〕
第
二
条
b
号
で

〔
嶺

護

府
に
〕
留
保
さ
れ
た
薩

は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
禦

…

占
領
軍
政
府

の
期
待
に
そ

っ
た
法
律
を
発
布
す
る
な
ら
ば
直
ち
に
肇

さ

れ
る

」
と
規
定
さ
れ
た
.』
と
に
薯

い
て
い
る
。
な
お
、
本
稿

㌣

本
誌

一
六
巻
二

∴
二
合
併
号
二
九

責

注

(
16

)
参
照
・

(
5
)

国
ぽ
鼠
♪

ω
.
履
『
.

　
　
　

ド
ホ
ら
き

ゆ
ニ

ミ

(7
;

昌
藝

憎{
①悶ロ
塁

。・。⑦
紳§

㈹
・

…
毫

・藷

遷

ぴ
・・騨

6鐸

ぎ

σ・
§

。
巳

N
し

』

"
;

島

蚕

繭.
。
蓄

馨

(
8

)

"
。
冨

3

窺

・
P

Q。
』

ミ

・

　鞠
露

鐸

嚢

諜

漿

。庭
難

叢

弊

「エァ
ハル

ト
〔　
大
臣
〕
に
よ
り
内
閣
に
送
ら
れ
た
　
の箋

　

㌔

癩
輝
舞

響

轄

緯

讐

.難

慧

麺

綬
馨

錘

鑓

嚢

藤
健
れ
ケ
な
か
った
の
で、
護

府
鍾
ぎ



(、譜
蕪

簸
響
譲
謙

羅
難
鰹
難

襟
篠
嚢

難
灘
繊鰯

っ
た
が
・

あ

よ
う
な
反
対
は
・
蒙

の
適

用
除
外
幾

が
拡
大
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
競
争
制
限
禁
止

法
が
空
洞
化
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
増
大
す

る
と
判
断
さ
れ
た

か
ら
で
あ

っ
た

(。
μ
艮
葺

・冨
昼

ω
.
ω
・・
＼鍵
`

閃
。
翼

餌
・P
ρ
・
。。
」
劇
一
償
昌
告

遷

豊

。

(12
)

閃
量

昼

p
帥
b

`

ω
」

お

葛

ρ

(13
)

国
ぽ
巳

9サ
ω
・
窃
P

(14
)

本
稿

O
l
本
誌

一
六
巻
二

・
三
合
併
号
二

八
五
頁
注

(1
)
参
照
。

鎚

勲

謬

藤

い
建

嚢

踊
ー

ー

.qー

畠
畠・「ぎ
冨
量

量

乱
・≧

　

旨
ー

ー

一・…
暮

ー

窪ー

げ-

国
艮
ヨ
甑
り
箋

`
乏

冨
望

ω
・
羽
ド

(
17

)

幻
§

3

。
■・・
b

`

。。
」

㎝
ミ

嶺

㎝
・

(
18

)

国
冨

巳

p

ω
・
§

・

(19
)

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、
本
稿

の
ー
本
誌

一
六
巻

一
号

一
五
頁
参
照
。

(
20

)

閃
§

3

p
p

ρ

噛
。。
・

謹

・

μ
魏
羅

眠鴛

鯖
難

鍵
饗
.鍵
難
報
繕

遜
蒙

難
掬馨

竃

馨

嫡繰

聾

雛

罐

魎諜

嚢

鷺
叢

讃

嚢

る甕

難

の騨

護
癖

,醜
晦

　讐

・箋

誕

留
欝

雛

論

襯
漿

蕪

墓

謹
艶
霧

鷺
照『方
におい垂

箋

を国有化董

と
も
に
・
国
有
化
に
適
し
な
い
部
門
ξ

い
て
は
・
畠

競
争
を
覆

す
る
こ
と
に
よ

ぞ

、
私
的
経
済
力
に
よ
る
支
配
を
排
し
、
配
分
の
釜

を
図
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
労
働
党
政
府
の
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
・
ア
メ
昊

や
北
欧
の
反
独
占
法
の
よ
う
な
独
占
体
の
禦

や
高
物
価
に
対
す
る
国
民
の
反
発
と
い
っ
た
動
機
は
な

く
・
企
業
の
蓮

化
・
能
率
の
増
進
・
生
窪

の
向
上
と
い
っ
た
経
済
政
策
的
観
豪

主
体
と
な
っ
て
い
る
.」
と
は
、
注
意
さ
る
ぺ
き
点
で
あ
ろ
う
」
(釜

取
裂

員

(ss) 66
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会
事
務
局
訳
編

『
現
代

世
界
独
占
禁
止
法
令
集

各
国

の
法
令
と
解
説
』

嘲
九
五
九
年
、

一
二
五
頁
)
。

(25
)

開
〇
一器
「計

P
騨
.O
;

ω
贋
一α
bo煽

(
26

)

国
響

胤
孕

oo
彫

一
切
ω
瞬

(留
)

寮

昌
幽
帥
・
碧

響

卸

な
お
、
本
稿

早

本
誌

=
ハ
登

量

六
頁
お
よ
び
輔
δ

頁
参
照
・

(
82

)

幻
O
簿

冥

噛

勲

帥
.O
こ

ω
.

一
α
朝

。

(
9露

)

属
げ
Φ
昌
山
ρ

ω
,

一
馴
㎝
・

(03
)

団
零
鵠
山
..
ψ

一
㎝
g
・
そ
れ
ゆ
え
に
、
イ
ギ
リ
ス
嚢

霧

官
府
と
;

ン
禽

算

醤

府
は
、

芳

で
・
ド

イ
ッ
が
そ
の
利
益
に
か
な
っ
た
馨

法
を
立
案
し
・
そ

縫

姻
罐

難

雛

籍

驚

凄
髪
蒲

麗

軽

他
方
マ

ア
ー

カ
高
等
弁
務
官
府
岐
連
邦
政
府
法
案
に
対
し
て
必
警

警

(
訂
)

」
国
竃
ロ
山
.
.
ψ

一㎝
ω
目
謬
2

α
窃
責
切
g
・
、』
の
よ
う
な

充

五

牽

楚

お
け
る
占
領
護

府
内
部

で
の
利
害

の
墓

が
ど

の
よ
う
蓮

由

に
よ
る
も

の
で
あ

る
の
か
は
・

雛
鋭
鹸
嚢
い齢
ば蒲
攣
鰯藁
禦
徽
滞
筏
理
堕
擢
議
硲購
嚢
響
聾
難
頬
翼

路
線
が
徐

々
箋

け
入
れ
ら
れ
乏

い
た

っ
て
い
た
.』
と
が
、
そ
の
底
流
を
芒

た
と
言
う
こ
と
は
で
き
よ

う

(本
稿

早

本
誌

エ
ハ
堂

量

六
募

照
)
・
ま
た
・

フ
ラ
ン
ス
高
算

醤

府
が
ア
メ
リ
カ
高
等
霧

官
府
に
よ
る
競
争
政
箆

追
随
す
る
に
い
た
っ

た
こ
と
ξ

い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
カ
ル
テ
ル
化
さ
れ
た
ド
イ
ッ
経
済

緊

茸

難

鈴

羅

露

.聾

鷹

力
を
政
治
的
に
濫
用
し
て
ツ
ラ
・
ス
の
安
全
を
損
.
た
の
で
あ
る
か
ら
ー

…

益

そ
の
大
轟

(32

)

閃
O
ぴ
臼

計

僧
も

.O

.矯

ω
・

一
笛
9

(
33

)

南
昌
ヨ

環
H
h
①
一ロ
①
・,
。
①
・,
φ
静国
・臣
㎝

・q
㊥
・・
①
昌

譲

。
穿

①
奢
①
・
ぴ
・・
げ
　

げ
「
篇
瓢
犀
葦

薯

・
託

鍍

=

鐸

乾

竃
.・
ζ

。
壽

舞

本

蒙

は
・

「
藷

で
禦

れ

」

た
も

の

で
あ
る
が
、
筆
者
が
参
照
す

る
.』
と
を
得

た
の
は
、

こ

の
英
文

に
よ
る
法
案

で
は
な

く
・
独
文

に
よ
る
法
案
で
あ

る
・

(34
)

幻
O
げ
臼
計

β。
缶
・O
・℃
ω
.
一α
①

(35)舞

髪

諸

,,鉾
¢,無
緯
雛

灘

露

嚢

碑躍

襲

鍵

鵜
繋

娠

装
"

欝

懸

購

琵
難

溜疎譲

募
窺
讐
難

羅

鎚
越罷
藤
舷
・蝶

瓢購

整

に
、
占
領
当
局
へ
の
通
知
に
は
、
法
案
等
の
ド
イ
ツ
語
正
文
の
他
に
莫
語
と
フ
ラ
ン
ス
語

へ
の
翻
訳
文
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と

(笙

一条
)
・
第
二

67 (67)



に
」

あ

通
智

は
・
肇

等
の
目
的
、
薩

お
よ
び
占
領
当
局
の
留
保
領
域
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
立
法
等
を
必
要
と
す
る
雷

を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
獣

こ
と

(第
三
条
)・
第
三
に
・
肇

等
は
・
占
領
当
局
が
公
式
に
受
理
し
た
後
、
そ
の
異
議

(国
昌
類
・
ロ
飢
)
の
提
起
が
な
け
れ
ば
二

百

後

に
蕩

な
も

の
と
な
る
.」
と

占
領
当
局
は
こ
の
翻

を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

(肇

条
お
よ
び
笑

条
)
、
笛

に
、
呈

の
規
定

に
違
反
し
た
妾

轡

簿

無
効
で
あ
る
.」
と

(筆

条
)
を
定

め
る
。

(
36

)

。
冒

舜

u

。
①
.・
晋

σ・
譜

㊥
・

蓼

梓
げ
・
奉

げ
・・
げ
。
・・
。
『
善

犀
偉
ロ
。・
①
ロ
・

固
・騨
・9

器

。。
一
.

(73)"6難
㌶

讐

鴛

・,αゆ・懇

韓

難

難

雛

①饗

.鑓

藤

藷

鍵

懇
繋

灘

隙
錬

法
案
で
採
用
さ
れ
た
構
成
に
し
た
が
い
、
か
な
り
逐
語
的
に
こ
れ
を
引
用
し
、
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ー

カ
の
反
ト
一フ
ス
ト
法
に
依
拠
し
て
実
体
法
部
分
で
の
か
な
り
の

強
化
を
含
む
も

の
で
あ

っ
た
」。

(83)九肚憂

轟

蘂
華

捲
↑簗

に墾

咽霧

繋

鮮

礒
調
襲

蕪

嚢

諺

鞭

寄

げ
①
罫

p

鋤
・O

`

。自
」

㎝
Φ
.)
。

(93
)

こ
の
占
蟹

政
府
肇

を
撃

制
限
禁
止
法
政
府
法
案
と
形
式
面
で
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
条
文

の
構
成
ξ

い
て
は
ほ
ぼ
同
攣

あ
る
が
、
次
の
諸
点
に
お
い
て

異
な

ぞ

い
る
・
す
な
わ
ち
・
堕

に
・
連
邦
政
府
法
案
が
ほ
ぼ
各
章
ご
と
に
節
を
も
う
け
て
見
出
し
の
細
分
化
を
は
か

ぞ

い
る
の
に
対
し
て
、
占
領
軍
政
府
肇

は
、

犠
つ鍵
鋸
器
讐
欝

肋襲

藻

羅

縫

誰

霧

.響
霧

輪

釜

影
監
・

購
諜
騨

難

鷺
謡難

騒
難

簸

蟹
.垂

.臨

.難

難

露
轟

.暴

奪

(04
)

こ
の
よ
う
華

実
上
の
協
調

(霧

催
舞

ζ

N
…
ー

・暑

葬

Φ
・
)
に
茎

禁
止
の
範
囲
を
拡
大
す
る
.』
と
は
、
競
争
制
限
歪

法
の
立
案
過
程

お
い
て
も
と
も

一
条

(本
稿

e
ー
本
誌

一
六
巻

一
号

と
追
求

さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
が
、
後

に
削
除

さ
れ

る
に
い
た

っ
た
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ヨ
ー

ス
テ

ソ
法
案

の
笙

四
〇
頁
参
照
)・
馨

制
限
禁
止
法
の
第
三
草
案
、
笙

ハ
草
案

(本
廼

-
本
誌

エ
ハ
巻

=

一吾

併
号
二
六
七
頁
、
二
七
三
/
毛

西
募

照
)
に
お
い
て
は
、
例
え

ば
・
「
市
場
の
取
り
決
め

(ξ

冨

冨

箇
・琶

、
決
議
お
よ
び
霧

に
お
け
る
そ
の
他
の
協
調
形
態

(挿協
匹
。・。
聞
。
円目
①
昌
ユ
。・
N
崖
・。弩

日
①昌
毛
幕

ロ
Y
、
…
は
禁
止
さ
れ

る
」
(笙

ハ
草
案
)
と
規
定
し
て
・
相
互
鵠

的
行
為
ま
で
を
も
釜

の
対
象
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
第
八
草
案
で
は
、
「
そ
の
他
の
協
禦

霧

に
お
け
る
競
争

の

制
限
を
も
た
ら
す
場
食

〔契
約
・
決
議
に
よ
る
の
と
同
様
の
〕
撃

の
制
限
が
存
在
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
」
と
い
う
推
定
規
定
と
な
り

(本
稿
㌣

本
誌

一
六
巻

二

.
三
合
併
号
二
七
六
頁
参
照
)
・
第

二

草
案
に
い
た
る
と
、
も
は
や
こ
の
よ
う
窺

霞

み
ら
れ
な
く

な

っ
て
い
る

(本
藝

-
本
誌

=
ハ
巻
二

.
三
合
併
号
二
八

6$(68)
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一
/
二
八
二
頁
参
照
)
。

　欄　
譲

85繋

縫

灘

蒙

繋
.霧

麟
糞
縫

.讐

輩

,蓼

薮
塞

謡

そ
れ
を
設
立
し
な
け
れ
ば
カ
ル
テ
ル
の
目
的
を
達
成
し
え
な
い
場
合
に
、
認
め
て
い
る
)
の
削
除
を
求
め
て
い
る
。
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昌
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藷

規
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い
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護

府
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警

委
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。
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巨
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鑑
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p
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O
こ

oo
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幻
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b

ご
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』

舞

(
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)

切
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量

ω
・
旨

O
吻

(
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)

閣
冨

鱈
量
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・
観

Φ
.

(銘バ
露

鐸

馨

鐸
縷
繋
灘が欝

舞

累

の議
議
叢

h講
謬

難

鶴

嚢

載

間
も
カ
カ

っ
た
、』
の
協
楚

つ
い
て
は
、
含

で
も
百
科
辞
塁

冊
に
も
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
馨

録
に

よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
L
・

(94
)

閃
。
翼

騨
勲
P

堕

一
①
r

.」
の
よ
う
に
、

芳

で
、
激
し
い
論
象

行
な
わ
れ
て
義

は
平
行
線
を
た
ど

る
の
み
で
あ

っ
た
と
讐

ぞ

も
・

他
方
で
・

エ
ァ
ハ

ル
ト
経
済
大
臣
は
、
連
合
国
高
算

響

会
議
の
撃

間
髪

門
家
と
こ
の
時
期
に
私
的
奮

婆

行
な

っ
て
お

り
、
そ
の
嚢

に
お
い
て
・
占
領
護

府
法
案
中
の
要

求

を

取

消

さ

せ

よ

う

と

は

し

て

い

な

か

っ
た

の

で
あ

る

(
閃
。
訂

「
計

¢
冨

民

。・
蝸
◎。
.

δ

ド
)
・

(
50

)

国
7
肖
實

し。
」

2

(
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)

国
τ

昌
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.
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%
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.
・
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冨
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・ぽ
訂
鴇
ゲ
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目
犀
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-
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ξ
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ぎ

匿

濫
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詳

の幕
巳
ジ

ω
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㎝
9
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)
銑

量

ぴ
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.
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『。
開
.
邑
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峯

.
『櫛昌
図
昌
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昌
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・,
。
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歪

冨
ー

寓
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ρ

r
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・
ぽ
書

昌
ζ
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)
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葺

坤
量

・
量

ω
.
・。
.島
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ぎ
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・
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(訂麺

灘

叢

難

聖
励鎚

韓

綿

難

爽

一韓
組選

褥

燵

鯵

鷺
歓

離棚鷺

欝
護

謎
露
の馨
鞠解
肇

曝

藤
議
鷺

舗
磐

隙麓
叢

諜
餐

産

も

し

く

は

鑑

が

著

し
く

改

葦

れ

る

場

合

.

(㈲

以

下

省

略

)
L

(
竃

霧

げ
誓

・・
望

〉
註

犀
四
H
梓①
二
,"
昌
山
》
口
け
一瞠
。
コ
国
①
昌
け図
即
島
。
ロ
・.
げ
①
・,翫
日
ヨ
ロ
旨
・q
。
瓢
山
Φ
・,
ω
6
げ
億
臼
,。
早

(--)謙
雛
麹

難

雛

難

謳蕪

輪
嚢

蕪

雛

魏
助凱
・鞭

繋

羅

(95
)
で
鍵

.鋭
層
冒

ぎ
…

露

.
ー

..q.質
奪

婁

暮

叫量

の島

壽

舞

な
お
、
垂

年
=

月
の
難

羅

、
占
領
軍

政
府
法
案
お
よ
び

一
九
五
二
年
二
月
の
連
邦
政
府
法
案
の
合
理
化
カ
ル
テ
ル
楊

す
る
規
定

は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
,

連
邦
政
府
法
塞

九
五

一
年

=

月
)
第
三
条

「
カ
ル
・ア
ル
庁
は
、
申
請
に
基
づ
ぎ
、
当
該
申
請
者
が
、
そ
の
規
禦

畿

妻

者
の
襲

ま
た
は
讐

性
を
技
術

的
・
讐

経
済
的
も
し
く
績

織
的
な
面
ξ

い
て
高

め
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
霧

の
充
足
を
馨

す
る
の
に
適
す
る
も
の
で
あ
る
.」
と
を
立
証
し
た
場
盒

は
、

第
嚢

簑

疑

蕪

饗

濫

同
嚢

鯵

灘

筆

そ
の規
禦
構
成
蘂
者
の
能
率
藁

ま
た
は・
そ
の
経
済
性
を
促

進
し
・
そ
し
て
・
そ
れ
に
よ
り
霧

の
充
足
を
改
善
す
る
の
に
適
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
た
場
盒

は
、
生
産
の
専
門
化
ま
た
は
製
.
叩
も
し
く
は
役
務
の
購
入

も
し
く
は
販
売
の
共
同
化
を
目
的
と
す
る
契
約
ま
た
は
決
議
に
つ
い
て
、
許
可
を
与
、托
る
こ
と
が
で
き
る
」。

を翻
雛
攣
難
羅
鶴
警

鷲

撫
曝

舞

帰瀦髭

騨
藷

難

蕪

戦、難

の
蓮

化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
立
証
し
薦

盒

は
、
第

一
条

に
規
定
す
る
契
約
ま
た
は
決
議
ξ

い
て
、
許
可
を
与
・薫

.』
と
が
で
き
る
。

こ
の
響

の
許
可
は
・
器

ま
た
は
決
漿

合
理
化
の
遂
行
上
必
要
で
は
な
い
制
限
を
含
み
、
と
く
に
、
畿

棄

者
が
そ
の
合
理
化
を
相
互
に
独
立
し
て
実
施
で
き

る
場
合

に
は
、
こ
れ

を
与
え
て
は
な
ら
な

い
L
。

(
6・

)

。
舅

葺

ぎ

.
H
憂

『
Φ
甕

畠
毘

蚕

Φ
島

昌
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歪

§

。
・
霧

碗
・
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・
鵠

箋

。
ヰ
げ
。
周
。
同
げ
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㊥
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・
げ
同
叫
口
ぎ

・q
Φ
ロ
、
孚
㌍
ρ

.
9

。。
.

(
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)

閃
。
冨

3

p
p
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巳
ω
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§

・

(
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)

o
蚕

革

m
.撃
O
`
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・

蕊

・
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西 ドイツ競争制限禁止法制定史a

(63
ご

」
の
ほ
か
に
、
速
邦
政
府
法
案
釜

条
の
規
定
が
、
ド
イ
ッ
占

領
軍
討
謹

お
い
て
激
し
い
議
論
の
対
象
と
な

っ
た
・

こ
の
第
五
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
・
「
簗

三
委

た
は
第
四
条
第
二
項
の
許
可
は
、
価
格
が
統

一
的
に
形
成
さ
れ
る
よ
う
な
、
ま
た
は
、
統

一
要

価
格
決
定
方
法
が
招
来
さ
れ
る

よ
う
な
・
も
し
く
は
・
構
成
事

薯

の
総
販
売
ま
た
総

生
産
が
制
限
さ
れ

る
よ
う
な
規
制
、
ま
た
は
、
購
入
も
し
く
は
販
売
の
蕎

組
織

(
シ
ン
ジ
字

ト
)
(胃
萱

。
督

畢

の
㊥量

塞

冒

⇔。
㊥
.。ゲ
・。駿
麟
雷
・、
㎝,&
。
噌
く
⑦
算
『凶①
げ
・。凶昌
『繭6罫

馨

(。。
署
§

琶

)
に
対
し
、
こ
れ
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
当
該
申
講
者
が
・
こ
れ
ら
に
よ
ら
な
く
て
は
カ
ル
テ

ル
の
目
的
が
達
成
さ
れ
え
な
い
.』
と
を
証
明
す
る
場
A
・
は
こ
の
限
り
で
な
ζ

占
領
軍
政
府
は
本
条
の
削
除
を
求
め
、
ド

イ
ツ
政
府
は
そ
の
存
続
を
主
張
し
た
が
・
最

終
的
に
は
、
経

の
部
分
が
削
除
さ
れ
、
新
た
に
肇

条
第
二
票

お
か
れ

て
、
た
だ
、
副

産
物
の
利
用
に
つ
い
て
形
成
さ
れ
巽

同
懇

」
の
み
に
つ
い
て
第
三
条

の
許
可
が
与
.舌

れ
う
る
も
の
と
さ
れ
た

(9
①
一…。・
。置

P

鎗

§

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
閑
・
翼

罫

ρ

葺

。
9

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
・
還

邦
経

済
省
は
、
例
外
的
に
.』
の
よ
う
な
力
の
集
中
体

(竃
伽
o
ザ
降
α
§

『)
(
シ
ン
ジ
ー
ケ
ー
ト
の
こ
と
ー
筆
者
)
の
設
妾

許
可
す
る
カ
ル
テ
ル
庁

の
叢

を
社
会
的
市
建

済

寮

則
に
反
し
て
い
る
と
は
ま

っ
た
く
考
、羨

か

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
蓮

由
か
ら
、
場
倉

よ
そ

は
、
ド
イ
ッ
法
案
釜

条
の

〔
適
用
範
囲
の
〕
制
限
は
や

む
を
、瓦
な

い
も

の
と
し
て
受
け
入
れ
よ
う
と
し
た
が
、

そ

の
削
除

は
こ
れ
を
甘
受

し
よ
う
と
は
決

し
て

し
な
か

っ
た
」
。

(46
)

市
婁

配
的
嚢

者
の
解
体
に
関
す
る
競
争
制
限
禁
止
法
の
起
薯

達
の
考
え
方
ξ

い
て
は
、
本
聾

ま

塾

六
巻
二

・
三
合
併
号
二
八
四
/
二
八
五
頁
参
照
・

(65
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・
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)

o
順①
冨

u
器

ざ
目

・Φ
民
。
o
塁

・
㈹
㊥
讐

壽

華

遷

ぴ
。・曇

洋
剛算
儒
軽

p

隅
.ド
ρ

レ

ミ

(m
;

。
簿
ユ
・
些
伽
・P

雀

㎝ご

占
蟹

政
府
法
案
笙

七
条

の
規
定
は
、

シ
ュ
↓

ン

・
プ

ラ
ン
ー

の
ち
の
ヨ
占

ヅ
パ
石
炭
鉄
鋼
蕎

体
条
約
ー

第
六
六
条

に

依
拠
す
る
も
の
で
あ
る

(2

ロ
紳7
Φ『・
<
Φ
『田
。
『蚕

曇

罠

店
①昆

馨

件①島

§

鼠

量

。
羅

・.・
σ・
奮

華

ぎ

.
「落

.・.ゲ
善

葺

。q
。
揮

p
9

。・
と

・

特
に
、
占
領
護

府
法
案
第

一
七
条
第
環

に
定
め
る
金
融
上
の
集
中
を
許
可
す
る
基
準
は
、

シ
晶
↓

ン
・・フ
ラ
ン
第
六
六
条
第
二
項
と
ほ
ぼ
里

で
あ
る
・

(
71

)
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ぽ

「
計

⑦
竃

切
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ω
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窃

"
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(
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一
8

・

(37
)

2

昌
餅
。『・
<
6
『臼
。『穿

齢吋。
ゑ
①
嵩
象

①
ロ
四
厩
ぎ

島

暑

鼠

量

。
・
切・陣器

・・
。・
①。・
・
毫

・
華

遷

響

.・・響

葺

①£

.p
ρ

9・

爵

閃
量

お

響

實

ψ

一
8

噸

(
74

)

閑
。
竃

「
計

。
竃

民

3

。。
」

8

.

(
57
)

"』
の
ド
イ
ッ
ー
占
領
軍
討
遷
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い
て
、
占
領
軍
政
府
は
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占
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府
肇

の

「
例
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を
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則
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止
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い
う
立
場
を
・
ド
ィ
ッ
政
府

の
主
張
す
る

「
例
外
的
愁
歪

を
伴
う
原
則
的
許
可

(穿

量

・・冨

暑

ヨ
一齢
ぎ

げ
。
⇔・。〈
。・簿

牌
菩

と
い
う
立
謹

転
換
す
る
.」
と
を
認

め
る
代
り
に
・
規
制

の
対
象
と
な
る
市
場
支
配
的
事
萎

の
定
義
を
拡
大
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
占
領
軍
政
府
法
案
第

一
八
象

、
連
邦
政
府

法
案
第

一
七
条
の
市
場
支
配
的
棄

者

の
定
義
規
定
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
、

市
場
支
配
的
事
業
者
と
は
、
「
特
定
の
商
・嬰

た
は
役
楚

つ
い
て
実
質
的
な
撃

に
直

面
し
て
い
な
い

(。
署

§

轟

冨

≦
・華

蓄

・匿

受

σ・
①
㈹
・摯

①糞
受

ご

事
業
者
を
い
う
と
規
定
し
て
い
た
の
を
、
市
場
支
配
的
妻

者
と
は
、
「
嚢

者
の
市

羅

お
け
る
地
位
が
大
き
い
た
め
、
特
定
の
商
品
の
生
産
、
ま
た
は
、
特
定
の
商
品
も
し
く
は
役
務
の
価
格
な
い
し
取
引
条
件
を
他
の
競
争
者
を
特
に
考
慮
す
る
.』
と
な

く

(量

ー

巳

葺

閃
騨

.・費

尋

量

決
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
謹

知
覚
し
う
る
ほ
ど
に

(窪

琶

影
響
を
与
、薫

(冨
。幽ロ
自
口
・。・,。昌
)
状
態
に
あ
る
等
、

特
定
の
商
品
ま
た
は
役
楚

つ
い
て
実
質
的
な
撃

置

面
し
て
い
な
い
」
妻

者
を
い
う
と
修
正
し
て
、
連
邦
政
府
法
案
に
い
た
る
ま
で
の
諸
草
案
に
お
け
る
市
場
支

配
的
嚢

者
に
関
す
る
規
定
と
同
様
の
規
定
1

す
な
わ
ち
、
霧

支
配
の
要
件
を

「
市
楚

ほ
し
い
ま
ま
に

(乱
豪

.豊

影
響
を
与
、乏

可
能
性
」
と
構
成
す
る

規
定
1

に
も
ど
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
市
場
支
配
的
妻

者
の
定
義
規
定
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
肇

連
盟
は
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
大
企
業
を
市
場

支
配
的
と
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
反
対

し
た

(以

上

男
o
冨
昼

。
冨
注

餌噂
ω
・
一
①㎝
・
に
よ
る
)
。

(
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)

一
九
五

一
年

≡

月
二
九

日
の
草
案
第

一
八
条
笙

項
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・
翼
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昏
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P
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(
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)
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・ρ
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ω
』

$

(
80

)

団
幕

巳

P

の
.
嵩

ド

(18
)

連
邦
政
府
法
案
は
・
そ
の
篁

五
条
笙

項
で
、
特
許
権
ま
た
は
実
用
新
案
権
の
謬

ま
た
は
そ
の
実
施
許
諾
契
約
は
、
「
そ
れ
ら
が
、
嚢

人
ま
た
箋

施
権
護

対
し
て
・
保
護

さ
れ

た
権
利

の
内
容
を
超
え
て
取
引

の
制
限

を
課
す

る
場
合

に
は
、
そ
の
限
り
で
無
効

で
あ

る
」
と
定

め
る
。

.」
れ

に
対

し
て
、
占
領
軍
政
府

は
、

.、
れ

ら
権
利
の
取
得
ま
た
は
利
用
に
関
す
る
契
約
に
附
随
す
る
あ
ら
ゆ
る
制
限
を
、
ヵ
ル
テ
ル
庁
が

一
般
規
定
の
枠
内
で
審
査
す
諺

・
の
規
定
に
修
正
す
る
よ
う
求
め
た
。
ド

イ
ッ
政
府
は
こ
れ
に
対
し
て
・
占
蟹

政
府
の
提
案
は
カ
ル
テ
ル
庁

の
負
担
を
過
度

の
も
の
と
す
る
等
の
反
論
を
行
な
い
、
長
い
討
議
の
の
ち
に
占
領
軍
政
府
の
同
意
を

得
た
も

の
で
あ

る

(o
雪

ぎ

b

§

晋

騒

・・
≦
。喜

Φ幕

『び
。・げ
§

茎

夢
葺

σ・①
ヌ

麟
・・
b

・
ω
』

。。
・。・)
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
こ
で

「
規
定

の
不
明
瞭

さ
の
除
去
」
と
い
う

の

は
・
右
に
述
べ
窺

制
原
理
の
変
更
で
は
な
く
て
、
第

一
五
条
第

項

の
適
崇

除
外
さ
れ
る
場
合
を
よ
り
厳
密
窺

定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
.と

を
意
味
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
・
こ
の
討
議
の
結
果

規
定

の
不
明
瞭
さ
を
除
去
す
る
た
め
に
、
例
え
ば
、
第

一
五
条
第
二
項
に
次

の
よ
う
な
第
四
号
が
追
加
さ
れ
た
。
「
〔特
許
奪

の
〕

譲
受
人
ま
た
は
実
施
権
者
に
対
し
、
〔特
許
権
者
等
が
〕
保
護
さ
れ
た
権
利
を
侵
害
し
な
い
旨
の
義
務
を
課
す
る
こ
と

〔
は
第

一
五
条
第

一
項
に
違
反
し
な
い
〕
」
。
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こ
の
点

に
つ
い
て
、
O
巨

静
oさ

O
窃
。訂

。q
囲
雪

妻

¢騨
ぽ
類
砲
き
。。げ
窃
。即
ぎ
ざ
躍

①戸

山
』
.O
ご

堕

器

野。.
は
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。
「
法
案

は
、
連
合
国
高
等
弁
務

官
会
議

の
専
門
家
と
今

や

一
致
を
み
る
に
い
た

っ
た
法
文

で
内
閣

に
そ
の
最
終
決
定
を
得
る
た
め
に
提

出
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
そ
れ

は
命
令
第
四
号

に
従

っ
て
連
合
国

高
等
弁
務
官
会
議

に
あ
ら
た

に
提
出
さ
れ

る
」
。
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国
旨
舞
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暢
罎
o
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鴇
呂
伽
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騨
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ω
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こ
の
点

に

つ
い
て
、
男
o
げ
臼
計

騨
卜

O
ご

oo
.
鵠
幹

は
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

「
ひ
と
め
で
オ

ル
ド

ー
自
由
主
義
的
競
争
概
念
を
借

用
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
政

府
法
案

の
全
て

の
規
定
が
、
連
邦
経
済
省

に
お
い
て
成

文
化
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
と

こ
ろ
の
、

オ

ル
ド

i
自
由
主
義
的
色
彩
を
お
び

た
概
念

に
基
づ

く
も

の
で
は
な
く
、

む

し
ろ
、
法
案
中

の
い
く

つ
か
の
規
定
は
、
占
領

軍

と

り

わ

け
ア

メ
リ
カ
の
、

連
邦
経
済
省

お
よ
び

連
邦
政
府

に
対
す
る
圧
力

の
結
果

に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
の
で
あ

る
、

西 ドイッ競争制限禁止法制定史p

付
記本

稿
第
二
章
第
二
節

「連
邦
政
府
法
案
の
成
立
」

の
執
筆

に
あ
た
り
、
西
ド
イ
ツ
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁
よ
り
、

占
領
軍
政
府
法
案
の

コ
ピ
ー
の
提
供
を
受
け
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
衷
し
ま
す
。

そ
の
所
蔵
す
る
競
争
制
限
禁
止
法
の
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